
国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二

・
完
）

―
―
∽民
『①
●
Ｑ
Ｑ

概
念
の
整
備
に
向
け
て

第

一
章
　
問
題
の
焦
点

第
二
章
　
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権

一　
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
の
意
義

一
一　
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
関
す
る
裁
判
権
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

〓
一　
人
道
に
対
す
る
罪
に
関
す
る
裁
判
権

四
　
平
和
に
対
す
る
罪
に
関
す
る
裁
判
権
　
　
（以
上

前
号
）

第
二
章
　
戦
争
犯
罪
と
犯
罪
人
引
渡
制
度

（粛
一『ａ
一一一ｏ
じ

一　
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
枠
外
で
の
処
理

一
一　
戦
争
犯
罪
に
対
す
る
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
適
用

〓
一　
引
渡
犯
罪
と
し
て
の
戦
争
犯
罪

第
四
章
　
一
方
的
司
法
共
助
に
協
力
す
る
義
務
と
し
て
の
引
渡

一　
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
代
替
的
管
轄
権

（ヽ
８
一３
ａ

言
『いａ
一ｏ一【ｏ
じ

の
設
定

一
一　
国
連
決
議
に
基
づ
く
引
渡
の
義
務
づ
け

〓
一　
実
施
の
た
め
の
国
内
立
法

（一ヨ
ｏ
一の日
８
一一●
”
】£
堕
”け【ｏ
じ

の
意
義

第
五
章
　
お
わ
り
に

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二

・
完
）

洪

恵
　
子

三
二
九



第
三
章
　
戦
争
犯
罪
と
犯
罪
人
引
渡
制
度

（興
計『ユ
一け一ｏじ

一　

犯
罪
人
引
渡
制
度
の
枠
外
で
の
処
理

（１
）
さ
て
、
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
の
問
題
は
、
す
で
に
第

一
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
問
題
と
な

っ
た
こ
と
は
前
章
で
も

触
れ
た
が
、
当
時
は
第

一
次
世
界
大
戦
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
平
和
条
約
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
履
行
と
い
う
文
脈
で
問
題
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
連
合
国
の
各
国
と
の
間
の
引
渡
条
約
な
い
し
は
国
内
法
に
基
づ
く
犯
罪
人
引
渡
制
度

（①
鷺
『巴
三
ｏ
じ

上

の
処
理
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

（２
）
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
、
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
の
確
保
は
連
合
軍
戦
争
犯
罪
委
員
会

（Ｃ
口
】．［ａ

Ｚ
”
け」ｏ
鵬

ヨ
ミ

０
『一日
３

０
ｏ
日
８
ぃの∽一ｏ
Ｆ

一
九
四
三
年

一
〇
月
二
〇
日
設
立
）
の
主
導
の
下
に
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
も
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
上

の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
ａ
）
戦
争
犯
罪
の
審
理

・
処
罰
に
関
し
て
身
柄
の
引
渡
が
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
主
に
ド
イ
ツ
の
戦
争
犯
罪
を
対
象
と
し
て
、
連
合
国

の
国
内
裁
判
所
に
よ
る
審
理
の
場
合
と
、
連
合
国
管
理
法

一
〇
号
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
占
領
管
理
地
域
の
国
際
裁
判
所
に
よ
る
審
理
に

関
し
て
で
あ

っ
た
。
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
の
領
域
は
連
合
軍
の
占
領
管
理
に
お
か
れ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
領
域
に
存
在
し
て
い
た

戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
或
い
は
被
告
人
の
身
柄
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
政
府
の
同
意
は
必
要
な
く
、
占
領
管
理
を
行

っ
て
い
る

当
局
の
権
限
内
で
処
理
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
領
域
内
で
行
わ
れ
た
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
容
疑
者
が
占
領
管
理
地
域
内
に
所
在
し
て

い
れ
ば
、
事
実
上
、
容
疑
者
の
身
柄
の
確
保
も
可
能
で
あ

っ
た
し
、
連
合
国
が
占
領
管
理
を
行

っ
た
帰
結
と
し
て
、
本
来
属
地
主
義
に
基



づ
い
て
ド
イ
ツ
が
刑
事
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
戦
時
中
に
ド
イ
ツ
軍
が
行

っ
た
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
も
、
連
合
国

（連
合
国
管
理
理
事
会
）

↑
ぎ

＞
【中い＆

ｏ
ｏ
●
［『ｏ
】
ｏ
ｏ
●
●
＆
）
が
刑
事
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

（
ｂ
）
し
か
し
、
当
初
、
連
合
国
戦
争
犯
罪
委
員
会
で
は
、
戦
争
犯
罪

に
関
す
る
身
柄

の
引
渡
を
通
常

の
犯
罪
人
引
渡
制
度

（輿
計【ａ
一Ｌ
ｏ
●
）
と
は
異
な
る
概
念
と
し
て
主
張
し
、
そ
の
独
自
の
手
続
き
を
整
備
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（ア
）
戦
争
犯
罪
委
員
会
は
ま
ず
問
題
と
す
る
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
容
疑
者
或
い
は
被
告
人
の
身
柄
の
引
渡
に
、
「
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄

の
引
渡
」
↑
躊
【①
●
計
ヽ
Ｒ

■
ミ

Ｑ
い口
一●
”
】３

と
い
う
語
を
あ
て
、
こ
れ
を

「
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
」
容
ｘ
［『”
Ｑ
【け【Ｏ
ｏ
「
Ｏ
ｏ
①
じ

と
区
別
す

る
よ
う
に
主
張
し
た
。
こ
の

「
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
委
員
会
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
・
。
こ
れ
は
限
ら
れ
た
期
間
内
に
処
理
す
べ
き
特
定
の
目
的
を
持

っ
た
作
業
で
あ
り
、
先
例
も
な
い
。
最
も
類
似
な
ル
ー
ル
と
装

置
は
平
時
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
戦
争
犯
罪
人
の
場
合
に
適
切
で
あ
る
と
は
決
し
て
ふ
な
さ
れ
な
か

っ
た
。

犯
罪
人
引
渡
制
度
の
法
は
、
裁
判
の
た
め
に
他
国
か
ら
請
求
を
受
け
て
い
る
個
人
を
保
護
す
る
目
的
の
た
め
に
企
図
さ
れ
、
不
公
正
な

裁
判
或
い
は
そ
の
犯
罪
性
に
異
論
が
あ
る
よ
う
な
行
為
の
た
め
の
訴
追
か
ら
守
る
た
め
に
整
備
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
ら
は

い
わ
ゆ
る

「
政
治
的
」
犯
罪
に
対
し
て
訴
追
さ
れ
て
い
る
個
人
を
保
護
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
政
治
的
犯
罪
の
大
部
分

は
、
自
国
で
根
本
的
な
政
治
的
自
由
の
た
め
に
、
民
主
国
家
で
あ
れ
ば
不
可
侵
の
権
利
を
、
行
使
す
る
結
果
な
の
で
あ
る
。　
・
・
二
」

れ
ら
の
要
素
は
戦
争
犯
罪
人
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
戦
争
犯
罪
は
非
常
に
残
虐
で
あ
り
、
犯
罪
性
の
程
度
に
疑
間
は
な
い
し
、
従

っ

（劇
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

て
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
の
手
続
き
が
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
さ
え
あ
る
。

（イ
）
こ
の
考
え
方
を
実
定
法
化
す
る
た
め
に
、
委
員
会
で
は

「戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
」
↑
日
『８
８
『
Ｒ

ヨ
鶴

Ｑ
一Ｂ
一●
”
一３

に

関
し
て
条
約
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
、
結
局
条
約
案
は
採
択
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
次
の
英
国

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
二
一



一一一一一一二

政
府
の
見
解
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
合
国
は
迅
速
且
つ
満
足
の
い
く
よ
う
に
こ
の
問
題
を
処
理
す
る
十
分
な
執
行
的
権
限
を

す
で
に
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
各
国
は
既
存
の
国
内
法
で
好
ま
し
く
な
い
外
国
人
を
強
制
退
去

・
送
還
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
戦
争
犯
罪
人
或
い
は
敵
側
に
協
力
し
た
者
で
あ
る
と
の

一
応
の

（「
一日
”
〔器
一３

証
拠
が
あ
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
の

権
限
で
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
身
柄
の
引
渡
の
要
求
が
あ

っ
た
場
合
は
、
委
員
会
の
戦
争
犯
罪
人
の
リ
ス
ト
を
考
慮
し
て
決
定
す
れ

ば
よ
い
。
さ
ら
に
戦
争
犯
罪
人
或
い
は
敵
側

へ
の
協
力
者

（ρ
」
五
い●
り

一ヽ【”
一［ｏ
『３

と
し
て
引
渡
を
求
め
ら
れ
る
捕
虜
に
つ
い
て
は
、
軍

当
局
が
引
き
渡
し
を
可
能
に
す
る
権
限
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
受
け
て
、
実
際
の
実
行
も
連
合
国
が
占
領
管
理

を
行

っ
た
地
域
に
つ
い
て
は
簡
便
な
執
行
手
続
き
が
導
入
さ
れ
、
ギ
イ
ツ
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
人
の
連
合
国
並
び
に
国
際
裁
判
所
に
対
す

る
身
柄
の
引
渡
は
、
占
領
管
理
を
行

っ
て
い
る
主
体
の
執
行
的
権
限
に
よ

っ
て
処
理
さ
れ
た
。

（ウ
）
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
と
は
異
な
り
、
枢
軸
国
の
中
で
も
イ
タ
リ
ア
は
、　
一
九
四
九
年
九
月
二
九

日
マ
ル
タ
で
署
名
さ
れ
た
降
伏
文
書

（第
二
九
条
）
な
ら
び
に
平
和
条
約
の
条
項
と
し
て
戦
争
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
義
務
を
負

っ
た

（平

和
条
約
第
四
五
条
）
。
な
お
、
日
本
に
つ
い
て
も
、
降
伏
文
書
で
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

（戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
を
命
じ
る
条
項

（第
十
項
）
を

含
む
）
を
誠
実
に
履
行
す
る
こ
と
を
約
束
し
た

（第
六
項
）
。

（
ｃ
）
前
記
の
交
戦
国
間
の
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
と
同
様
、
連
合
国
側
は
中
立
国
に
逃
れ
た
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
の
問
題

に
つ
い
て
も
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
概
念
上
区
別
し
て
、
必
ず
身
柄
の
引
渡
を
得
る
よ
う
な
枠
組
み
を
作
る
こ
と
を
模
索
し
た
。

（ア
）

一
九
四
三
年
に
は
、
英
国
、
米
国
並
び
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
は
特
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
、
中
立
国

（ト
ル
コ
、
ス
イ
ス
、

ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
）
に
駐
在
す
る
英
国
大
使
を
通
じ
て
、
各
国
政
府
に
対
し
て
、
戦
争
犯
罪

人
に
対
し
て
庇
護
を
与
え
な
い
よ
う
要
請
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
米
国
大
統
領
も
公
式
に
中
立
国
に
対
す
る
要
請
を
表
明
し
た
。



（イ
）
中
立
国
政
府
の
大
勢
は
、
英
国
、
米
国
な
ら
び
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
の
要
請
に
対
し
て
、
枢
軸
国
に
対
し
て
協
力
し
な
い
こ
と
を

表
明
し
た
。
連
合
国
の
中
に
は
、
よ
り
積
極
的
に
中
立
国
の
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
の
約
束
を
確
保
す
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
あ

っ
た
が
、
自
国
領
域
内
に
あ
る
者
の
身
柄
を
引
き
渡
す
か
ど
う
か
は
各
国
の
主
権
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
連

合
国
と
し
て
の
見
解
を
表
明
す
る
に
留
め
た
。　
一
九
四
七
年
に
は
委
員
会
と
し
て
中
立
国
か
ら
の
身
柄
の
引
渡
を
求
め
る
決
議
を
採
択
し

た
が
、
こ
れ
は

一
般
的
な
要
請
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
際
の
国
家
実
行
は
必
ず
し
も
引
渡
に
好
意
的
な
も
の
で
は

な
く
、
多
く
の
重
要
な
戦
争
犯
罪
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
中
立
国
に
逃
亡
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
逃
亡
先
が
庇
護
を
与
え
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
結
果
と
し
て
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
免
責
さ
れ
る
か
、
或
い
は

一
部
は
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
手
続
に
則

っ
て
処
理
さ
れ
た
。

一
一　
戦
争
犯
罪
に
対
す
る
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
適
用

外
国
に
逃
れ
た
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
或
い
は
被
告
人
の
犯
罪
人
引
渡
の
諸
事
例
で
は
、
連
合
国
側
の
要
望
に
反
し
て
引
渡
が
拒
否
さ
れ

る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
理
由
は
、
①
請
求
に
か
か
る
人
物
と
実
際
に
拘
束
さ
れ
た
人
物
が
同

一
で

あ
る
と
確
認
で
き
な
い

（卿
①
”
詳
黙
一●
“
二

九
四
九
ビ

や
、
②
請
求
に
か
か
る
犯
罪
は
政
治
犯
罪
で
あ
る

（”
①
因
”
ギ
∽
貧

九
四
八
じ

と
い
っ
た
理
由
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
犯
罪
人
引
渡
制
度
を
利
用
す
る
限
り
、
被
請
求
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
で
定
め
て
い
る
犯
罪

人
引
渡
制
度
上
の
諸
条
件
を
満
た
す
と
判
断
し
な
け
れ
ば
、
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
は
許
可
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
人
引
渡

の
基
本
的
性
格
と
諸
条
件
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
三
二



三
三
四

（１
）
犯
罪
人
引
渡
制
度

（①
ｘ
一」ａ
■
Ｏ
こ

と
は

「
他
国
で
犯
行
に
及
び
訴
追
又
は
有
罪
宣
告
を
受
け
て
逃
亡
し
て
き
た
者

（逃
亡
犯
罪

人
）
ま
た
は
そ
の
容
疑
者
に
つ
い
て
、
そ
の
在
留
国
が
、
相
手
国
の
請
求
を
受
け
て
、
本
人
の
身
柄
を
拘
禁
し
た
う
え
相
手
国

翁
萌
求
国
）

に
送
還
す
る
手
続
き
を
い
う
」
。
さ
て
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
は
三
つ
の
段
階
で
発
展
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
ま
ず
第

一
の
段
階
は
、
契
約

的
段
階

（Ｆ

ｏ
ご
紹

８
●
［ヽ
お
け」
①
】】３

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
二
つ
の
政
府
が
互
い
の
利
益
の
た
め
に
逃
亡
犯
罪
人
を
引
渡
す
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
当
該
二
国
間
で
、
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
る
か
、
或
い
は
し
ば
し
ば
相
互
主
義

（【腎

「̈
８
」［ｅ

の
宣
言

を
伴

っ
て
互
恵
的
に
行
わ
れ
た
。
締
結
さ
れ
た
二
国
間
条
約
は
、
当
事
国
の
個
々
の
必
要
性

（地
理
的

・
政
治
的
状
況
を
背
景
と
し
て
、

国
家
は
い
か
な
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
手
続
で
引
き
渡
す
か
）
を
反
映
し
て
、
極
め
て
多
様
な
内
容
で
あ

っ
た
。
次
に
第
二
の
段
階
と
し
て
、
国
内
法
制
定
の
段
階

（ｒ

づ
Ｆ
器
ｏ
【£
堕
”
け一お
）
が
あ
る
。
国
家
は
引
渡
の
慣
行
に
統

一
性
を
も
た

ら
し
、
不
要
な
紛
争
を
避
け
、
さ
ら
に
は
逃
亡
犯
罪
人
個
人
の
人
権
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
犯
罪
人
引
渡
に
関
し
て
、　
一
定
の
様
式
と

ル
ー
ル
を
、
国
内
法
で
定
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
国
内
法
の
目
的
の

一
つ
は
行
政
府
の
恣
意
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ

っ

た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
国
内
法
で
導
入
さ
れ
た
の
は
、
各
々
の
国
内
法
秩
序
の
枠
内
に
お
け
る
、
そ
の
限
り
で
の
統

一
性
で
あ

っ
て
、

個
々
の
国
内
法
の
内
容
は
多
様
性
を
残
し
た
。
こ
の
状
態
で
は
、
逃
亡
犯
罪
人
の
取
り
扱
い
は
全
体
と
し
て
統

一
性
を
欠
く
も
の
に
留
ま

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
第
二
の
段
階
と
し
て
、
こ
れ
ら
多
様
な
国
内
法
な
ら
び
に
二
国
間
条
約
を
、　
一
般
条
約
の
形
で
統
合
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
に
到

っ
た
。
し
か
し

一
般
条
約

（多
数
国
間
条
約
）
に
よ
る
規
律
は
、
地
域
的
な
も
の
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
成
功
し
て
い

な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
、
引
渡
に
つ
い
て
は
、
人
な
ら
び
に
犯
罪

に
関
す
る
幾
つ
か
の
条
件
が
あ
る
が
、
ま
ず
、
人
に
関
す
る
条
件
に
つ
い
て
、
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
に
原
理
的
対
立
が
あ
り
、
こ
れ
を

解
消
で
き
な
い
。
ま
た
引
渡
に
係
る
犯
罪

（「
引
渡
犯
罪
し

に
関
し
て
、
犯
罪
人
引
渡
に
関
し
て
は
地
理
的
な
状
況
等
を
反
映
し
て
各
国



の
利
益
に
差
が
あ
る
こ
と
、
加
え
て
各
国
の
刑
法
の
内
容
が
異
な

っ
て
い
る
以
上
、　
一
般
条
約
に
引
渡
犯
罪
を
列
挙
す
る
こ
と
は
不
可
能

だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
、
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
は

一
般
国
際
法
上
の
義
務
で
は
な
い
。

（２
）
た
だ
し
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
お
い
て
は
、
上
記
の
国
内
法
な
ら
び
に
二
国
間
条
約
の
発
展
に
伴

っ
て
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

一

定
の
基
本
原
則
が
存
在
す
る
。

（
ａ
）
ま
ず
第

一
は
、
引
渡
義
務
の
有
無
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
引
渡
は

一
般
国
際
法
上
の
義
務
で
は
な
い
。

従

っ
て
、
特
別
条
約

（主
に
二
国
間
条
約
）
上
の
義
務
と
し
て
行
う
か
、
或
い
は
相
互
主
義
の
保
証
を
条
件
と
し
て
行
わ
れ
る
。
国
に
よ

っ
て
は
、
引
渡
に
関
し
て
条
約
の
存
在
を
要
件
と
す
る
。
他
方
、
条
約
の
存
在
を
要
件
と
し
な
い
国
で
も
、
相
互
主
義
の
保
証
を
と
り
つ

け
て
、
将
来
自
国
か
ら
の
請
求
に
相
手
国
が
応
え
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
で
あ
る

（例
、
日
本
の
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
三
条
）
。
条
約
に

よ

っ
て
或
い
は
個
別
的
に
相
互
主
義
の
保
証
を
と
り
つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
被
請
求
国
は
請
求
国
に
対
し
、
将
来
自
国
か
ら
の
身
柄
の

（８‐
）

引
渡
請
求
に
応
じ
る
約
束
を
得
る
の
で
あ
る
。

（ｂ
）
犯
罪
に
関
す
る
条
件
と
し
て
、　
一
定
の

「
重
大
」
犯
罪
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
条
約
を
要
件
と
す
る
国
家
間
で
は
、
条
約

で
掲
げ
ら
れ
る

「引
渡
犯
罪
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
従
来
、
引
渡
犯
罪
を
確
定
す
る
た
め
に
、
引
渡
条
約
で

一
定
の

犯
罪
を
列
挙
す
る
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
方
式
で
は
、
各
国
の
国
内
刑
法
が
異
な
り
、
ま
た
新
し
い
犯
罪
類
型
が
登
場
す
る

場
合
に
適
切
に
対
応
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
、
今
日
で
は
、　
一
定
の
重
大
性
を
基
準
と
す
る
方
式
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

（
一
九
二
七

年
フ
ラ
ン
ス
引
渡
法
、　
一
九
五
七
年
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
）
。
と
こ
ろ
で
、
犯
罪
の
重
大
性
に
関
す
る
判
断
に
は
二

つ
の
側
面
が
あ
る
。
第

一
は
、
請
求
国
と
被
請
求
国
の
法
律
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
な
刑
事
的
性
質
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ

り
、
第

二
は
、
ど
の
程
度
の
刑
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
双
方
可
罰
性
の
原
則

（Ｏ
ｏ
●
げ
Ｆ

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
一一五



Ｒ
一ヨ
一●
』
けメ

ｒ

Ｏ
ｏ
」
げ
お

〓
ｏユ
日
一日
一一８
）
の
も
と
で
判
断
さ
れ
る
。
さ
ら
に
引
渡
に
か
か
る
犯
罪
は
政
治
犯
罪
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い

（政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
）
。

（
ｃ
）
双
方
可
罰
性
の
原
則
と
は
、
「
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
適
用
対
象
と
す
る
に
は
、
問
題
と
な
る
行
為
が
、
ま
ず
、
そ
の
実
行
の
時
に

請
求
国
と
被
請
求
国
の
双
方
の
内
国
刑
法
で
定
め
る
重
大
犯
罪
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が

い
う
原
則
で
あ
る
。
こ
の

原
則
の
目
的
は
、
前
述
の
通
り
、
当
該
犯
罪
が
引
渡
犯
罪
に
該
当
す
べ
き

一
定
の
重
大
性
を
持

つ
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
が
要
求
さ
れ
る
趣
旨
は
、
被
請
求
国
側
の
立
場
と
し
て
、
「
自
国
で
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
ま
で
身
柄

を
拘
束
し
て
他
国
に
引
き
渡
す
の
は
妥
当
で
は
な
い
」
ず

い
う
考
慮
が
働
い
て
い
る
と
さ
れ
、
ま
た

「
被
請
求
国
で
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な

い
行
為
に
つ
い
て
身
体
の
自
由
の
拘
束
を
伴
う
措
置
を
執
る
こ
と
は
、
仮
に
そ
の
国
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
身
体
の
自
由
の
拘
束
が
で
き

な
い
事
実
に
つ
い
て
拘
束
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味
で
過
剰
な
負
担
を
負
わ
せ
る
結
果
と
な
る
の
で
、
立
法
政
策
上
、　
一
般
に

適
当
で
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

双
方
可
罰
性
の
認
定
は
、
各
国
の
国
内
刑
法
が
異
な

っ
て
い
る
の
で
困
難
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
が
、
現
在
で
は
、
特
定
の
事
実
が
被

請
求
国
に
お
い
て
現
に
犯
罪
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
行
為
が
被
請
求
国
に
お
い
て
も
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認

定
す
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
引
渡
に
関
す
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
司
法
機
関
が
審
査
す
る
の
が
通

例
で
あ
る

（例
、
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
九
条
）
。
但
し
、
そ
の
認
定
に
際
し
て
の
裁
判
所
の
役
割
は
、
刑
事
裁
判
と
は
異
な
り
、　
一
定

の
証
拠
が
犯
罪
人
引
渡
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
認
定
す
れ
ば
よ
い
。

（ｄ
）
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
と
は
、
引
渡
の
請
求
に
係
る
犯
罪
が
政
治
犯
罪
の
場
合
、
引
渡
を
行
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
政

治
犯
罪
に
対
す
る
国
際
法
上
確
立
し
た
定
義
は
な
く
、
認
定
は
被
請
求
国
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
条
約
で
は
、



時
効
が
完
成
し
た
犯
罪
に
関
し
て
は
引
渡
を
行
わ
な
い

〓
一　
引
渡
犯
罪
と
し
て
の
戦
争
犯
罪

戦
争
犯
罪
の
身
柄
を
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
も
と
で
引
き
渡
す
た
め
に
は
、
上
記
の
諸
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
。
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
争
点
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
（１
）
引
渡
の
国
際
法
に
よ
る
義
務
づ
け
が
ど
こ
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
（２
）

戦
争
犯
罪
は
引
渡
犯
罪
に
な
り
う
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
者
は
双
方
可
罰
性
の
確
保
の
可
否
と
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
に
係
わ
る

問
題
で
あ
る
。

（１
）

一
般
国
際
法
上
、
国
家
は
逃
亡
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
引
渡
の
義
務
は
引
渡
条
約
に
よ
っ
て

生
じ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
引
渡
は
相
互
主
義
の
保
証
に
よ
り
個
別
に
行
わ
れ
る
が
、
戦
争
に
お
い
で
中
立
な
い
し
は
第
三
国
の
立
場

に
立
っ
た
国
家
は
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
を
有
せ
ず
、
将
来
類
似
の
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
引
渡
を
請
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え

に
く
い
か
ら
、
相
互
主
義
の
保
証
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
従

っ
て
法
的
に
は
条
約
で
義
務
づ
け
な
い
限
り
、
被
請
求
国
は
引
渡

の
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
立
法
活
動
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の

か
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ａ
）
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
で
は
、
引
渡
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
お
い
て
い
る
。
締
約
国
は

「希
望

す
る
場
合
に
は
、
自
国
の
法
令
の
規
定
に
従
っ
て
、
そ
の
者
を
他
の
関
係
締
約
国
に
裁
判
の
た
め
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

前
記
の
関
係
締
約
国
が
事
件
に
つ
い
て

一
応
充
分
な
証
拠
を
示
し
た
場
合
に
限
る
」
（第

一
条
約
四
九

・
五
〇
条
、
第
二
条
約
五
〇

・
五

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

を万
）



一三
二
八

一
条
、
第
三
条
約

一
二
九

・
一
三
〇
条
、
第
四
条
約

一
四
六

。
一
四
七
条
）
。
つ
ま
り
、
ジ

エ
ネ
ー
ヴ
条
約
で
は
、
容
疑
者
の
身
柄
を
発

見
し
た
国
に
対
し
て
、
自
国
で
の
訴
追
か
、
或
い
は
引
渡
か
を
選
択
さ
せ
る
体
制
を
作

っ
た
の
で
あ
る

（
い
わ
ゆ
る

「
引
き
渡
す
か
、
訴

追
す
る
か
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
」
↑
舞

８
８
お

”
舞

甘
０
一８
【ｅ

原
則
）
。
し
か
し
、
こ
の
体
制
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
引
渡
と
訴
追
の
双
方
の
側
面
に
あ
る
。
ま
ず
、
引
渡
に
つ
い
て
、
「
希
望
す
る
場
合
に
」
、
「
自

国
の
法
令
の
規
定
に
従

っ
て
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
で
は
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
利
用
を
規
定
し
て
い
て

も
、
制
度
に
新
し
い
変
更
を
企
て
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
既
存
の
引
渡
制
度
に
新
し
い
義
務
づ
け
を
行

っ
て
い
な
い
。
理
論
的
に

は
、
そ
の
不
完
全
性
は
自
国
で
の
訴
追
義
務
が
埋
め
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
後
年
の
国
際
テ
ロ
行
為
規
制
の
諸
条
約
と
は
異
な
り
、
引
き

渡
さ
な
い
場
合
の
身
柄
の
拘
束
国
に
お
け
る
訴
追
は
条
約
上
の
義
務
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
条
約
上
規
定
さ
れ
て
い
る
国
内
立
法
義

務
が
充
分
に
果
た
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
重
大
な
違
反
を
行

っ
た
と
さ
れ
る
者
の
実
効
的
な
処
罰
を
確
保
す
る
に
は
到

っ
て
い

な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（ｂ
）
追
加
第

一
議
定
書
は
、
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る
締
約
国
に
お
け
る
訴
追
が
実
効
的
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
捜
査
に
関

し
て
規
定
を
導
入
し
た

（第
八
八
条
）
。
つ
ま
り
、
重
大
な
違
反
行
為
に
関
し
て
開
始
さ
れ
る
刑
事
手
続
き
に
つ
い
て
、
締
約
国
は
最
大

限
の
援
助
を
相
互
に
与
え
る
も
の
と
し
、
犯
罪
人
引
渡
の
問
題
に
つ
い
て
協
力
す
べ
き
と
し
た
の
で
あ
る

（同
条
第

一
項
第
二
項
）
。
し

か
し
、
こ
こ
で
も
既
存
の
国
内
法
令
の
改
正
や
、
引
渡
条
約
の
修
正
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
実
質
的
に
は
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
に
お
け
る

枠
組
教
か
ら
進
展
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。

（
ｃ
）
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
、
こ
れ
ま
で
の
戦
争
法
の
基
本
原
則
を
変
更
し
て
、
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
に
関
し
て
は
中
立
国
も
利
益
を
持

つ
の
だ
と
し
て
、
条
約
体
制
に
組
み
込
ん
だ
点
は
画
期
的
な
重
要
性
を
持

っ
て
い
る
が
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
関
し
て
は
既
存
の
制
度
を



利
用
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
条
約
に
よ
る
新
た
な
義
務
の
設
定
は
な
い
。
例
え
ば
、
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
は
条
約
の
重
大
な
違
反
を

犯
罪
人
引
渡
制
度
上
の

「
引
渡
犯
罪
」
と
ふ
な
す
旨
の
規
定
を
お
か
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
テ
ロ
行
為
関
係
の
諸
条
約
で

は
、
①
条
約
が
規
制
す
る
犯
罪
行
為
は
締
約
国
間
の
現
行
の
引
渡
条
約
に
お
け
る
引
渡
犯
罪
と
み
な
す
旨
や
、
②
条
約
の
存
在
を
犯
罪
人

引
渡
の
条
件
と
す
る
締
約
国
間
で
は
、
当
該
規
制
条
約
が
引
渡
の
法
的
基
礎
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る

（例
、
航
空
機
不
法
奪
取
に
関
す
る
ヘ
ー
ダ
条
約
第
八
条
、
人
質
を
と
る
行
為
に
関
す
る
国
際
条
約
第
十
条
、
国
家
代
表
等
に
対
す
る
犯

罪
防
止
条
約
第
八
条
、
核
物
質
の
防
護
に
関
す
る
条
約
第
十

一
条
、
国
際
連
合
要
員
及
び
関
連
要
員
の
安
全
に
関
す
る
条
約
第
十
五
条
）
。

（ｄ
）
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
で
は
、
締
約
国
は

「
現
行
の
自
国
の
法
令
と
条
約
に
従

っ
て
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
を
誓
約
す
る
」
（同

条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
引
渡
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
こ
の
条
約
自
体
は
引
渡
条
約
で
も
な
く
、
自
動
執
行
性
も
認
め
ら
れ

な
い
う
え
、
既
存
の
引
渡
条
約
の
修
正
も
命
じ
て
い
な
い
の
で
、
集
団
殺
害
罪
に
つ
い
て
の
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
し
が
当
該
条
約
に
よ

っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

（２
）
引
渡
犯
罪
と
し
て
の
戦
争
犯
罪
の
問
題
に
関
し
て
は
、
双
方
可
罰
性
の
原
則
を
満
た
す
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
、
政
治
犯
不
引
渡

の
原
則
に
お
け
る
政
治
犯
罪
に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
ａ
）
双
方
可
罰
性
を
満
た
す
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
立
法
活
動
が
、
国
際
法
上
の
犯
罪
を
各

国
の
刑
法
上
の
犯
罪
と
す
る
よ
う
に
義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
本
来
、
条
約
の
締
約
国
間
で
は
大
き
な
障
害
と
は

な
ら
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
条
約
上
の
立
法
義
務
が
必
ず
し
も
履
行
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
な
お
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

同
様
に
、
条
約
の
締
約
国
で
な
い
国
家
間
で
は
、
双
方
可
罰
性
の
条
件
が
な
お
引
渡
の
障
害
と
な
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
米

国
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
批
准
に
際
し
、
第
七
条
が

「
現
行
の
自
国
の
法
令
と
条
約
に
従

っ
て
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
引
渡
に

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
二
九



か
か
る
犯
罪
が
被
請
求
国
並
び
に
請
求
国
双
方
に
お
い
て
犯
罪
で
あ
る
こ
と

（双
方
可
罰
性
）
を
要
件
と
し
て
い
る
と
い
う
了
解
を
付
し

て
実
施
に
関
す
る
立
法
を
行

っ
て
い
る
。
他
方
、
条
約
の
側
も
、　
一
定
の
国
内
法
に
特
有
の
犯
罪
類
型
を
規
制
対
象
に
掲
げ
る
こ
と
は
、

条
約
加
入
の
障
害
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
国
内
立
法
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
国

内
法
上
の
犯
罪
と
す
る
義
務
も
な
く
、
国
内
裁
判
所
に
裁
判
権
を
与
え
て
い
な
い
国
際
法
上
の
犯
罪

（「
平
和
に
対
す
る
罪
し

に
関
し
て

は
、
そ
も
そ
も
双
方
可
罰
性
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ｂ
）
戦
争
犯
罪
と
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
は
、
多
く
の
事
例
で
争
点
と
な

っ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
米
国
ア
ル
テ
ゥ
コ
ヴ
ィ
ッ

ク
事
件

（
一
九
五
七
年
）
で
は
、
被
告
人
の
行
為
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
米
国
間
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
上
の
政
治
犯
罪
に
当
た
る
か
ど

う
か
と
い
う
点
に
関
し
、
政
治
犯
罪
に
関
す
る
付
随
性
の
基
準
を
採
用
し
て
判
断
し
、
当
該
犯
罪
は
政
治
犯
罪
に
当
た
る
と
判
示
し
、
引

渡
し
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
こ
の
原
則
を
理
由
と
し
て
引
渡
を
拒
否
し
た
事
例
は
多
い
。

戦
争
犯
罪
と
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
に
関
し
て
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
お
け
る
義
務
づ
け
が
重
要
で
あ
る
。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約

は
、
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
集
団
殺
害
罪
は

「
犯
罪
人
引
渡
し
に
関
し
て
政
治
犯
罪
と

は
ふ
な
さ
れ
な
い
」
（第
七
条
）
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
集
団
殺
害
罪
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
者
の
身
柄
の
引
渡
請
求
に
関
し
て
は
、

犯
罪
人
引
渡
制
度
上
、
被
請
求
国
の
拒
否
事
由
た
る

「
政
治
犯
不
引
渡
」
を
援
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
非
政
治
化
の
規

定
で
あ
楓
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
戦
争
犯
罪
に
か
か
る
犯
罪
人
引
渡
の
事
例
で
、
多
く
の
場
合
拒
否
の
根
拠
が

「政
治
犯
不
引
渡
の
原

則
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
規
定
は
重
要
性
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
デ
ン
ジ
ャ
ン
ジ
ュ
ッ
ク

（∪
①ユ
彗
』●
じ

事
楓
ず
は
、

ナ
チ
ス
の
強
制
収
容
所
で
行
わ
れ
た
行
為
は

「政
治
犯
罪
」
と
な
な
し
え
な
い
と
認
定
す
る
際
に
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
七
条
を
参
照

し
て
い
Ъ



戦
争
犯
罪
に
関
し
て
政
治
犯
罪
で
あ
る
と
の
抗
弁
の
否
認
は
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る

（
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
対
す
る
第

一
追
加
議
定
書
第

一
条
ｂ
、　
↓

。

（３
）
そ
の
他
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
上
の
条
件
と
戦
争
犯
罪
の
関
係
か
ら
生
じ
る
問
題
と
し
て
、
（
ι

自
国
民
不
引
渡
の
原
則
の
問
題

と
、
（ｂ
）
時
効
の
不
適
用
の
問
題
が
あ
る
。
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
に
関
し
て
は
、
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
履
行
の
際
、
ド
イ
ツ
側
が

自
国
民
の
引
渡
を
命
じ
る
規
定
は
国
際
法
な
ら
び
に
法
の

一
般
原
則
に
違
反
す
る
と
強
く
申
し
立
て
た
と
い
う
先
例
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

（‐０３
）

が
同
条
約
の
関
連
部
分
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
の

一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト

０
”
緯
①む
８
Ｆ
）
が
疑
間
を
示
し
て
い
る
。
連
合
国
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
ド
イ
ツ
に
対
し
て
義
務
づ
け
た
こ
と
は
果
た
し
て
、
真

に
国
際
法
違
反
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
楓
卍

確
か
に
自
国
民
不
引
渡
は
犯
罪
人
引
渡
制
度
上
、
主
に
大
陸
法
系
の
諸
国
が
採
用

し
て
い
る
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
れ
ら
諸
国
の
自
国
民
の
国
外
犯
を
処
罰
す
る
と
い
う
刑
事
法
の
政
策
の
反
映
な
の
で
あ
り
、

英
米
法
系
は
自
国
民
不
引
渡
原
則
を
採
用
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
自
国
民
を
引
き
渡
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
法
上
の
法
規
が
成
立

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
従

っ
て
、
条
約
上
、
被
請
求
国
の
国
民
の
引
渡
を
求
め
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
国
際
法
違
反
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

（ｂ
）
犯
罪
人
引
渡
は
時
効
が
成
立
し
た
犯
罪
に
関
し
て
許
可
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
国
内
法
で
人
道

に
対
す
る
犯
罪
に
関
し
て
時
効
を
適
用
し
な
い
よ
う
に
立
法
が
行
わ
れ
た
り
、
国
際
条
約

（
一
九
六
八
年

「戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す

る
罪
に
対
す
る
時
効
不
適
用
に
関
す
る
条
約
し

が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
鶴

（４
）
な
お
、
ア
ル
テ
ゥ
コ
ヴ
ィ
ッ
ク
事
件
に
関
し
て
、
戦
争
犯
罪
な
ら
び
に
人
道
に
対
す
る
罪
は
国
際
法
違
反
の
行
為
で
あ

っ
て
、
た

と
え
国
内
政
治
上
の
目
的
を
持

っ
て
遂
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、
引
渡
拒
否
事
由
上
の
政
治
犯
罪
と
し
て
の
抗
弁
を
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の
「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
一



い
と
す
る
批
判
が
強
く
、
後
、
米
国
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
戦
争
犯
罪
人
に
つ
い
て
身
柄
の
引
渡
を
認
め
る
傾
向
に
あ
孫
卍

ま
た
ナ

チ
ス
ド
イ
ツ
の
戦
争
犯
罪
人
が
多
く
逃
れ
た
と
さ
れ
る
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
も
、　
一
九
六
八
年
以
来
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
を
引
き
渡
す
よ
う
に

な

っ
て
い
私
型

た
だ
し
ヽ
こ
れ
ら
判
例
の
変
更
は
政
治
的
判
断
の
傾
向
の
変
化
に
よ
る
と
は
認
め
ら
れ
て
も
、
国
際
法
上
、
戦
争
犯
罪
人

の
身
柄
の
引
渡
を

「
義
務
」
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
国
家
が
認
識
し
た
結
果
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
。

犯
罪
人
引
渡
制
度
は
犯
罪
の
抑
圧
と
逃
亡
犯
罪
人
の
人
権
と
の
調
和
の
上
に
整
備
さ
れ
て
き
た
制
度
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
に

関
し
て
も
、
強
制
出
国
や
強
制
連
楓
げ
手
段
を
用
い
て
身
柄
が
確
保
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
従

っ
て
処
理
さ
れ
る
の

が
望
ま
し
に
理

確
か
に
犯
罪
人
引
渡
制
度
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
諸
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
個
人

の
国
際
法
上
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
裁
判
権
が
国
内
裁
判
所
に
帰
属
し
、
国
際
法
上
の
犯
罪
が
各
国
の
国
内
法
で
犯
罪
と
さ
れ
る
と
い
う

方
式
は
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
上
の
諸
条
件
を
満
た
す
た
め
の
基
盤
を
提
供
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
引
渡
の
当
否
は
被
請
求
国
の
裁
量
で
判
断
さ
れ
る
。
国
際
法
上
の
犯
罪
の
．規

制
に
関
し
て
、
身
柄
が
必
ず
請

求
国
に
引
き
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
規
範
が
成
立
す
る
た
め
に
、
引
渡
自
体
を
義
務
づ
け
る
何
ら
か

の
国
際
法
上
の
法
規
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（６２
）
連
合
国
管
理
法

一
〇
号

（ｏ
ｏ●
一【２
０
０口
５
ｏ出
ｒ
”域
Ｚ
ｏ
・８
）
は
ニ
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
憲
章
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
四
ヶ
国

の
軍
事
当
局
は
そ
れ
ぞ
れ
が
占
領
管
理
す
る
地
域
で
戦
争
犯
罪

・
平
和
に
対
す
る
罪

。
人
道
に
対
す
る
罪
の
処
罰
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ

ら
占
領
管
理
区
域
で
の
裁
判
所
の
裁
判
権
は
、
連
合
国
管
理
法

一
〇
号
に
基
づ
く
の
で
、
国
際
的
性
格
を
持
つ
と
み
な
さ
れ
、
各
国
の
国
内
裁
判

所
の
裁
判
権
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
ぎ
お
ヨ
”Ｐ
〓
∪
Ｈｏ
房
↓
ｏ
「
冒
↓
∪
”
ｚ
＞
↓
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ｚ
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＞
ヨ
貧
Ｓ
ｅ
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・∽
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望
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∽
の
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”
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”
”
¨
め
『
口
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］〕
Ｃ
↓
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〇

門
Ｘ
↓
”
＞
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ｕ

Ｏ
”

句
”
〇
∽
０
０
Ｃ
↓
Ｕ
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Ｈ
Ｚ
↓
口
”
Ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ

ｒ
＞
ダ
「
（
一
ｏ
ｏ
い
）

）
り
。【
【
卜
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（６３
）
口
”口
∽
【
２
∽ｏ●
】
弓
Ｆ
の
ｒ
①”
”中
∽
［”一“
∽
〇出
０
０『ヨ
”い
く
＞
ｏｏｏ『Ｑ
い●
∞
一〇
ヰ
お
∪
０２
”『”一一〇
●
０』
］
①ユ
一Ｐ
卜
・ヽ
ヽ
い
ぜ
く
ｏ
一ぁ
⑭
（ドΦ
卜
ｏ
ン
Ｕ
Ｏ
い
日∞‐
い
Ｎ
９

（６４
）
Ｃ
Ｚ
Ｊ
「０
０
・
き
も
ミ

（Ｐ
Ｈ
じ
）
づ
フ
ω
ｏ
Ｎ
ｌ
ω
Φ
”

（６５
）
導
改
・

（６６
）
０
英
国
の
占
領
管
理
下
に
あ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、　
一
九
四
五
年
七
月

一
一
日
以
降
、
ド
イ
ツ
人
の
戦
争
犯
罪
人
に
関
し
て
は
混
合

（英
米
）

委
員
会
の
決
定
に
よ

っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
英
国
の
占
領
管
理
下
に
あ
る
地
域
で
は
連
合
派
遣
軍
の
最
高
司
令
官

（∽
ロ
ト
』
「
し

本
部
に
権

限
を
与
え
、
イ
タ
リ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
英
国
占
領
管
理
下
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
地
中
海
に
お
け
る
連
合
国
最
高
司
令
官

３
卜
・ρ
〓
由
し
し

に
権
限
を
与
え
、
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
拘
束
に
当
た

っ
た
。
②
米
国
の
占
領
管
理
下
に
あ
る
地
域
に
つ
い
て
は
司
令
官

（８
日
ヨ
”い
０
一●
”
”
①●
０８
じ

が
決
定
権
を
持
つ
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
米
国
軍

（Ｃ
あ
『
』
為
し

の
本
部
の
命
令

（Ｑ
一『８
一一く
３

に
よ
り
、
当
該
地

域
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
逮
捕
と
連
合
国
に
対
す
る
引
渡
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
決
定
し
た
。
０
連
合
国
管
理
理
事
会
法

一
〇
号
は
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
設
定
し
た
。
占
領
管
理
地
域
に
所
在
す
る
戦
争
犯
罪
人
に
関
し
て
、
戦
争
犯
罪
が
行
わ

れ
た
国
或
い
は
占
領
管
理
地
域
の
司
令
官
が
、
当
該
犯
罪
人
が
所
在
す
る
地
域
の
司
令
官
に
対
し
て
、
逮
捕
と
裁
判
の
た
め
に
身
柄
の
引
渡
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
た
。
導
ミ
・）
０
「
・含
卜よ
る
・

（６７
）
＞
【中い０
２
”●
ｏ
＞
∽∽０
０い”一ｏ
鮎
”
〇
ヨ
①【∽
”い
Ｏ
Ｈ一”
一く
，
哺
『①”一く
ｏい
り
の”
ｏｏ
・
『
①げ
『口
”『く
ＨＯ
・
【⑬
卜
ヽ
・
卜
・ヽ
い
い
・
∽
ぶ
ヽヽ
ぉ
ヽ
〕ヽ
Ｓ
お
く
ｏ】・卜
Ｎ
（い０
卜
∞
）
ｏ
・〇
■

な
お
、　
一
九
五
二
年
ベ
ル
ギ
ー
が
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
、
こ
の
条
文
を
根
拠
と
し
て
、
ド
イ
ツ
占
領
時
に
敵
側
と
協
力
し
た
ベ
ル
ギ
ー
人
の
引
渡

を
求
め
た
。
彼
は
す
で
に
欠
席
裁
判
に
よ
リ
ベ
ル
ギ
ー
で
有
罪
が
確
定
し
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
破
棄
院
は
、
引
渡
を
認
め
た
第

一
審
の
決
定
を
破

棄
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
休
戦
協
定
の
条
文
は

「
・
・
・
と
嫌
疑
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
」
Ｃ
８
湧
ａ
）
で
あ
り
、
今
回
は
す
で
に
有
罪
と
な

っ
て
い
る
者
な
の
で
こ
の
協
定
は
適
用
で
き
な
い
。
そ
こ
で

一
八
七
五
年
の
ベ
ル
ギ
ー
イ
タ
リ
ア
犯
罪
人
引
渡
条
約
が
こ
の
度
の
適
用
法
規
に
な

る
が
、
当
該
逃
亡
犯
罪
人
が
有
罪
と
な

っ
た
犯
罪
は
政
治
犯
罪
に
あ
た
り
、
引
渡
条
約
は
第
三
条
で
政
治
犯
の
引
渡
を
認
め
な
い
こ
と
を
定
め
て

い

る

の

で

、

彼

の

引

渡

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

た

。

”
の

計

∽
Ｒ
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∽
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∪
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↓
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ｒ
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ヨ

（
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ｏ
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）

り
も
・８
？
８
メ

但
し
、
こ
の
犯
罪
は
厳
密
に
は
国
際
法
違
反
の
戦
争
犯
罪
で
は
な
く
、
敵
側
政
府
と
協
力
し
た
者
を
処
罰
す
る
た
め
の
国
内
法
上
の

犯
罪
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
は
し
ば
し
ば
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
と
敵
国
政
府
に
協
力
し
た
者

（ρ
♯
堕
一●
り

一ヽ轟
一一ｏ
『３

を

一
括
し
て
扱
う
傾

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二

・
完
）

三

四

三

――コ



三
四
四

向
が
み
ら
れ
、
「戦
争
犯
罪
人
」
と
い
う
用
語
が
両
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
後
者
は
国
際
法
上
の
犯
罪
を
行

っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
区
別

す
べ
き
で
あ
る
。
「
①一一Ｒ

〓
Ｒ
”
の調
一Ｑ
Ｆ
＞
黎
ご
日
ど
■
■
営

ｏ
Ｌ
ヨ
】●
”ｒ

Ｏ
口
堕
言
明
）
”●
Ｑ
↓
轟
一一８
Ｐ
Ｘ
Ｘ
ヽ
い
Ｓ
ｐ
ヽ
い
共
お
卜
∞
）ヽ
甲
∞
∞
ト

（６８
）
Ｃ
Ｚ
Ｊ
「０
０
・
惣
も
ミ

（Ｐ
Ｈ
じ
）
ｏ
フ
ト
Ｎ
『―
卜
Ю
”

（６９
）
Ｃ
Ｚ
ヨ
Ｏ
ｏ
」
Ｓ
Ｓ

Ｆ
・コ
ン
「
も
・ヽ
Ｎ
ｏ‐
お
９

例
え
ば
次
の
よ
う
な
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。　
一
九
四
五
年
後
半
以
降
、
数
名
の
戦
争
犯
罪
人
が

ス
イ
ス
に
逃
亡
し
て
い
る
疑
い
が
あ
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
お
よ
び
チ
エ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
か
ら
委
員
会
に
対
し
て
、
当
該
逃
亡
犯
罪
人
に
つ

い
て
は
委
員
会
の
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
戦
争
犯
罪
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

一
応
の
証
拠

（「
いヨ
”
』Ｒ
げ
①く
一〇
８
８
）
が
あ
る
と
い
う

こ
と
の
証
明
書
を
発
行
し
て
欲
し
い
と
の
要
望
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
委
員
会
は
証
明
書
を
発
行
し
た
。
し
か
し
ス
イ
ス
政
府
は
態
度
を
変
え

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
は
委
員
会
に
対
し
て
中
立
国
に
戦
争
犯
罪
人
の
引
渡
を
要
求
す
る
決
議
を
採
択

し
て
欲
し
い
と
要
望
し
た
。
中
立
国
を
特
定
し
て
引
き
渡
し
拒
否
を
非
難
す
る
決
議
の
採
択
に
は
英
国
と
米
国
を
中
心
に
反
対
も
多
く
、
結
局
採

択
さ
れ
た
の
は

一
般
的
な
要
請
を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｚ
ヨ
Ｏ
ｐ

●Ｓ
ミ

Ｆ
・コ
ン
リ
ｏ
・ミ
∞―
卜
田
・

（７０
）
な
お
、
戦
争
犯
罪
人
が
逃
亡
し
た
の
は
中
立
国
だ
け
で
は
な
く
、
連
合
国
に
属
し
た
国
に
も
戦
後
多
く
の
戦
争
犯
罪
人
達
が
隠
れ
住
ん
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
最
近
の
例
で
は
、
カ
ナ
ダ
の
ラ
ウ
カ
事
件
が
重
要
で
あ
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
唯

一
の
戦
争
犯
罪
関
連
の
引

渡
請
求
事
件
で
あ
る
。
ラ
ウ
カ

（＞
夢
①眸
口
①｝ヨ
〓

”
”ｃ
Ｓ
）
は
、
コ
ヴ
ノ
ゲ
ッ
ト
ー
の
指
令
官
で
あ
り
、　
一
九
四

一
年

一
〇
月
に

一
一
、
五
〇
〇

人
に
の
ぼ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
に
責
任
が
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。　
一
九
五
六
年
に
カ
ナ
ダ
に
入
国
、　
一
九
六
二
年
に
カ
ナ
ダ
国
籍
を
取
得
し
、

各
種
の
社
会
保
障
も
受
け
て
い
た
。　
一
九
六
四
年
に
当
時
の
西
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
カ
ナ
ダ
政
府
に
対
し
て
問
い
合
わ
せ
が
あ

っ
た
際
に
は
、
カ
ナ

ダ
政
府
は
そ
の
よ
う
な
人
は
存
在
し
な
い
と
回
答
し
た
。
し
か
し
彼
の
名
は
実
名
で
電
話
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
長

い
あ
い
だ
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
間
に
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
彼
の
姓
は

”
”」
だ
”
だ
と
思

っ
て
い
た
と
回
答
し
た
と
い
う
。　
一
九
八
二
年

つ
い
に
彼
は
カ
ナ
ダ
政
府
に
逮
捕
さ
れ
、
犯
罪
人
引
渡
の
手
続
き
に
か
け
ら
れ
た
。
彼
は
嫌
疑
に
は
反
論
せ
ず
、
し
か
し
カ
ナ
ダ
権
利
と
自
由
憲

章
六
節
に
従
え
ば
カ
ナ
ダ
人
は
カ
ナ
ダ
に
留
ま
る
権
利
を
有
す
る
と
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
引
渡
法
を
合
理
的
で

あ
り
、
明
確
に
正
当
化
さ
れ
る
制
限
で
あ
る
と
し
て
引
渡
を
許
可
し
、
ラ
ウ
カ
は
西
ド
イ
ツ
ヘ
引
き
渡
さ
れ
た

（卿
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『
＆
Ｒ
Ｌ
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①
り
饉
げ
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Ｏ
ｏ
『ヨ
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）
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へ
い
い
い
ヽ

３
３
ヽ
鬱
ｕ
・ｏ
ロ
ー
の
３
・）
。
そ
の
後
、
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
①
ナ



チ
ス
の
戦
犯
が
カ
ナ
ダ
に
居
住
し
て
い
る
証
拠
が
あ
る

（
二
〇
人
の
主
要
戦
犯
、
二
一
〇
人
に
つ
い
て
調
査
が
必
要
）
、
②
カ
ナ
ダ
政
府
は
そ
の
こ

と
を
知

っ
て
お
り
、
積
極
的
に
入
国
を
認
め
た
、
③
こ
れ
を
た
だ
す
た
め
に
は
多
く
の
法
的
矯
正
措
置
が
あ
る
、
と
の
勧
告
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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（７‐
）
学
説
で
は
、
例
え
ば
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
次
の
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
、
中
立
国
が
引
渡
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
主
張
し

た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第

一
に
、
戦
争
犯
罪
の
処
罰
は
交
戦
国
が
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
際
法
上
も
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
第
二

に
、
も
し
交
戦
国
と
中
立
国
の
間
に
引
渡
条
約
が
あ
れ
ば
、
中
立
国
は
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
も
、
引
渡
条
約
上
、
容
疑
者
の
身
柄
を
引
き
渡
す
義

務
を
負
う
こ
と
、
さ
ら
に
第
三
に
、
条
約
上
の
根
拠
が
な
い
場
合
は
強
制
退
去
を
命
じ
る
こ
と
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
犯
罪

人
を
自
国
領
域
に
所
在
さ
せ
、
結
果
と
し
て
庇
護
を
与
え
る
こ
と
は
、
戦
争
犯
罪
の
処
罰
に
関
し
て
国
際
法
上
正
当
な
権
利
を
有
す
る
交
戦
国
に

対
し
て
そ
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
領
域
主
権

（犯
罪
人
引
渡
の
裁
量
権
の
根
拠
）
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
権
利
濫
用
に

つ
な
が
り
、
非
友
誼
的
行
為

（ｃ
●
宝
①●
０
イ
器
じ

を
構
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
（し
か
し
身
柄
を
引
き
渡
さ
な
い
こ
と
が
国
際
法
違
反
で
あ
る

と
ま
で
は
言

っ
て
い
な
い
。）
ｒ
”二
①む
円
〓
」
Ｓ
ほ

貧
・誌
ン
●
●
・∞
ｏ１
８
し
」
れ
に
対
し
て
、
中
立
国
は
引
渡
の
義
務
は
負
わ
な
い
と
す
る
見
解
も

有
力
で
あ

っ
た
。
占
領
管
理
の
法
的
効
果
と
し
て
、
従
前
ド
イ
ツ
が
結
ん
で
い
た
引
渡
条
約
が
当
然
に
連
合
軍
管
理
理
事
会
に
継
承
さ
れ
た
と
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ベ
ル
リ
ン
宣
言
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
政
府
の
行
為
能
力
は
連
合
国
管
理
理
事
会
が
行
使
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
が
、
こ
の

ベ
ル
リ
ン
宣
言
の
当
事
国
は
ド
イ
ツ
と
連
合
国
で
あ
り
、
中
立
国
は
当
事
国
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
な
ん
ら
か
の
新
し
い
合
意
な
し
に

は
、
中
立
国
は
身
柄
の
引
渡
の
法
的
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
。
”
３
のュ
ρ

Ｚ
①■
日
”●
Ｆ
Ｚ
８
一『じ
ｒ
”一８

”●
Ｑ
，
①
”
ｘ
一ヽ
巴
〓
ｏ
コ
魚

Ｊ
ご
『
０
〓
ヨ
一〓
Ｌ
Ｐ
卜
・ヽ
ヽ
い
。
く
２
卜
い
（Ｐｏ
ｕ
日
ン
●
フ
ト
Φ
い‐
ｕ
ｏ
”

（７２
）
こ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
発
足
し
た
国
連
に
お
い
て
は
、
度
々
戦
争
犯
罪
人
の
捜
索
と
引
渡
を
推
進
す
べ
く
決
議
を
採
択
し
て
い
る

（
一
九
四
六

年
二
月

一
三
日
、
決
議
三
Ｉ
Ｉ
、　
一
九
四
七
年

一
〇
月
三

一
日
、
決
議
六
二
Ｉ
Ⅱ
¨
ｏ
ミ
一
目
）
。
さ
ら
に

「戦
争
犯
罪
な
ら
び
に
人
道
に
対
す
る
罪

の
犯
人
の
拘
束
、
逮
捕
、
引
渡
そ
し
て
処
罰
に
関
す
る
国
際
協
力
の
諸
原
則
」
に
関
す
る
決
議
を
採
択
し
て
い
る

（
一
九
七
三
年

一
二
月
二
日
、

ｏ
＞
∞
８
Ｎ

（Ｘ
ｘ
く
ＨＨＨ））
が
、
こ
れ
ら
は
単
に
勧
告
的
効
果
を
持
つ
に
過
ぎ
ず
、
既
存
の
法
の
変
更
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二

・
完
）

三

四

五



三
四
六

（７３
）
卜
ｓ
ｓ
ヽ
ヽ
じ
蛾
変ヽ
い
ヽ
Ｓ
ο
ミ
∽
ミ
、
ミ
い
ざ

智
む
ミ
ユ
ざ
ｓ
ミ
い
ｓ
Ｓ
Ｑ
総
驚

貧
⑮
お
ン
ｏ
●
・Ｎ
認
出
だ
。

（７４
）
ヽ
ｓ
ｓ
ミ
ヽ
υ
憶
れ

ヽ
お
さヽ
諄

ミ
惣
き
汗
ゃ
ヽ
ミ
さ
ご
ミ
貯
ミ

０
お
お

貧
８
９
も
り
・８
７
８
Ｐ

（７５
）
山
本

・
前
掲
注

（１
）

一
八
九
頁
。

（
嗽
Ｎ
）

＝
Ｆ

］ワ
〇
い
い
ｏ
Ｑ
一
の
●

鮎
①

メ
「
”
げ
『
①
∽
ヽ
い
”
∽

『
”
【Ｚ
Ｏ
Ｈ「
Ｕ
∽

】
Ｓ
Ｏ
〕
∪
力
Ｚ
”
∽

】
）
Ｃ

】ワ
脚
Ｏ
Ｈ
↓

「
い
Ｚ
＞
ｒ

Ｈ
Ｚ
↓
Ｕ
”
Ｚ
＞
↓
Ｈ
Ｏ
Ｚ
＞
ｒ

（
一
Ｏ
Ｎ
『
）

・
り
ｏ
・Ｎ
卜
∞
Ｉ
Ｎ
ｕ
Ｎ

・

（７７
）

一
八
三
三
年
ベ
ル
ギ
ー
、　
一
八
四
八
年
米
国
、　
一
八
七
〇
年
英
国
、　
一
八
七
五
年
オ
ラ
ン
ダ
、　
一
八
八
五
年
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、　
一
八
八
七
年
日

本
、　
一
八
九
二
年
ス
イ
ス
、　
一
九
〇
六
年
ベ
ル
ー
、　
一
九
〇
七
年
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、　
一
九

一
一
年
ブ
ラ
ジ
ル
、　
一
九

一
三
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、　
一
九

二
二
年
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、　
一
九
二
七
年
フ
ラ
ン
ス
。
さ
ミ
・・
●
・Ｎ
卜
）

（７８
）
現
在
成
立
し
て
い
る
多
数
国
間
引
渡
条
約

（司
法
共
助

一
般
条
約
は
除
く
）
は
ベ
ネ
ル
ク
ス
引
渡
条
約

（
一
九
六
二
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
引
渡
条
約

（
一
九
五
七
）
、
米
州
間
引
渡
条
約

（モ
ン
テ
ヴ
ィ
デ
オ
条
約
）
２

八
九
九
）
で
あ
る
。
な
お
、
司
法
共
助

一
般
を
規
定
す
る
多
数
国
間
条
約
の

中
で
引
渡
を
扱
う
も
の
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
連
盟
協
定

（
一
九
五
二
）
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
ス
キ
ー
ム

（
一
九
六
六
）
、
北
欧
諸
国
ス
キ
ー
ム

（
一
九

一全

し
、
ア
フ
リ
カ
と
マ
ラ
ガ
シ
ュ
共
同
体
機
構
の
条
約

（
一
九
六

一
）
が
あ
る
。
〓
あ
Ｆ

∪
湧
∽一ｏ
饉
ｐ
ｒ
プ
↓
ｕ
”
ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
Ｆ
Ｕ
Ｘ
↓
”
＞
∪
Ｈ↓
ＨＯ
ζ

Ｃ

Ｚ
Ｈ↓
ｕ
∪

∽
↓
＞
↓
国
∽

い
＞
Ｊ
ヽ
＞
Ｚ
∪

”
”
＞
ｏ
↓
目０
日
・
ω
”
∪

］円
∪
Ｈ↓
ＨＯ
Ｚ

（
い
Ｏ
Ｏ
Ｏ
）

）
ｏ
Ｕ
・
Ｈ
一
―
ド
ｕ
・

（７９
）
多
数
国
間
条
約
の
き
っ
か
け
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が

一
八
〇
二
年
の
ア
ミ
エ
ン
ス
条
約

（一Ｆ
ｏ
↓
『８
ぞ

Ｒ
＞
ヨ
一ｏ鷹
）
で
あ
る
。
そ
の
後
国
家
実

行
上
も
幾
つ
か
の
試
み
が
な
さ
れ
、
他
方
、
学
界
に
お
い
て
も
、
国
際
法
の
法
典
化
の
た
め
に
招
集
さ
れ
た
法
律
専
門
家
委
員
会
に
よ
る
報
告

（
一

九
二
六
）
並
び
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
よ
る
条
約
案
作
成
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る

（
一
九
三
五
）
。
前
者
は
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
関

連
す
る
問
題
で

一
般
条
約
に
よ
っ
て
規
律
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
且
つ
望
ま
し
い
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
諮
間
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
る
が
、
手
続
的
な
側
面
を
除
い
て
、　
一
般
条
約
に
よ
る
規
律
に
な
じ
む
問
題
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
引
渡
可
能
な
人
物
に
つ
い

て
は
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
に
つ
い
て
対
立
が
あ
る
た
め
に
意
見
の

一
致
は
み
ら
れ
ず
、
引
渡
犯
罪
に
関
し
て
も
、
犯
罪
人
引
渡
に
関
し
て
は
地

理
的
な
状
況
等
か
ら
各
国
に
利
益
の
差
が
あ
り
、
さ
ら
に
刑
法
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
以
上
、　
一
般
条
約
に
引
渡
犯
罪
を
列
挙
す
る
こ
と
は
不

斎
Ч
能
嘱
た

し
ｃ
い

つゝ

。
　
”
①
ｏ
ｏ
『
一

ｏ
●

Ｕ
Ｘ
一
『
”
Ｑ
〓
一
〇
●
・
∽
ｒ
・
”
ｏ
∽
ｏ
●
い
ｏ

（
①
無

・げ
Ч
）

。
Ｄ

”
Ｕ
＞
Ｏ
Ｃ
Ｕ

Ｏ
「

Ｚ

＞
↓
Ｈ
ｏ
ｚ
∽

０
０
〓
〓
Ｈ↓
↓
∪
口

〇
『

∪
Ｘ
り
Ｕ
”
↓
∽

「
〇
”

↓
国
日

”
”
〇
〇
”
圏
∽Ｈく
Ｕ
ｏ
ｏ
∪
Ｈ『ＨＯ＞
↓
ＨＯ
Ｚ
Ｏ
「
り
↓
∪
”
ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ
ｒ
＞
ヨ

貧
掲
７
８
Ｎ
ｅ
貧
喝
じ
）
リ
ト

後
者
ハ
ー
ヴ
ア
ー
ド
国
際
法
研
究
に
よ
る
検
討
で
は
、



「
‐「

法
律
専
門
家
委
員
会
が
指
摘
し
た
困
難
に
留
意
し
て
、
す
で
に
二
国
間
条
約
の
網
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
国
家
集
団
に
対
す
る
枠
組
み
と
し
て
提

示
す
る
と
か
、
署
名
す
る
国
家
が
当
該
条
約
を
あ
る

一
定
の
国
家
集
団
に
対
し
て
の
み
拘
束
力
を
有
す
る
と
み
な
す
と
い
う
制
限
的
受
諾
方
式
が

考
慮
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
見
解
の
相
違
が
著
し
い
点
に
つ
い
て
は
留
保
を
付
す
こ
と
を
許
容
し
て

（草
案
第
二
五
条
）
署
名
を
求
め
る
と
い
う

方
式
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
”
８
８

多ヽ

〓

Ｆ
一Ｑ
●
”けいｏ
●
』
い
”■

Ｃ
“
計
『
手
の
＞
鷹
鬱
一８
∽
Ｒ

諄
①
『
Ｒ
ｃ
一ぞ

ｏ
』
諄
①
国
鶴
く
鶴
ａ
ｒ
”１

∽
ｏＦ
８
Ｆ

∪
Ｘ
一
【
”
Ｑ
津
一ｏ
●

（
”
①
ｏ
Ｏ
【
一
の
『
¨
０
，
”
Ｌ
①
∽
買
Ｆ

”
“
『
Ｑ
一ｏ
Ｆ
ン

ハヽ
ヽ
「
い
・
∽
ぶ
ヽ
ヽ
ぉ
ヽ
¨ヽ
Ｓ
ヽ
く
〇
【・Ｎ
Ｏ

（
］
Φ
ω
い
ン

ｏ
Ｏ
■
い
‐
ω
Ｈ

・
ト
ミ
１
０
【
・

（８０
）
な
お
、
純
然
た
る
国
際
礼
譲
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

（８‐
）
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
お
い
て
、
相
互
主
義
は
、
条
約
が
な
く
て
も
相
手
方
の
履
行
を
期
待
で
き
る
自
足
的
な
根
拠
で
あ
る
と
す
る
。
ぢ
廠

『
『”月
一∽８

”
①栂
Ｆ

”
８
一マ
８
一ｔ

ａ

”
げ
２
ぉ
魚

①４
『社
〓
８
ヽ
い
ヽ
い
Ｓ
，
ヽ
い

貧
０
曽
ン
，
葛
｝
国
際
法
上
、
相
互
主
義
は
幾
つ
か
の
法
機
能

を
有
す
る
が
、
犯
罪
人
引
渡
に
関
し
て
は
、
国
際
法
の

「適
用
」
を
確
保
す
る
機
能
を
有
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
本
草
二

「
国
際
経
済
紛

争
を
め
ぐ
る
相
互
主
義
の
法
機
能
」
鴨
武
彦

・
伊
藤
元
重

・
石
黒

一
憲
編

『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
国
際
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
ー
主
権
国
家
を
超
え
て
』

（
一
九
九
七

・
有
斐
閣
）
三

一
七
頁
。
但
し
、
国
内
法
に
基
づ
く
相
互
主
義
の
保
証
が
条
約
上
の
引
渡
義
務
に
代
替
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
疑
間
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
山
本

・
前
掲
注

（１
）
二
〇
二
頁
。

（８２
）
＞
巨
・
『
８
ヨ
いのい
国
ｘ
一『注
一一一ｏ
Ｆ
ヽ
゛
ｓヽ
ミ
ミ
詳

ヽ
毯
、ヽ
ヽ
お
ミ
ミ
き
ヽ
さ
い、
ミ
ミ
ヽ
ぉ
ミ

↓
ｏ
ヨ
①
Ｈ目

β
８
９
）
錮
占
■

（８３
）
導
ミ
こ・
”
３
∽一ｏ
“
●
一」
Ｓ
・Ｓ

曾
・Ｎ
じ
ヽ
づ
ｏ
・ω
∞
∞ｌ
ω
Φ
”

（８４
）
山
本

。
前
掲
注

（１
）
二
〇
二
頁
。

（８５
）
な
お
、
最
近
で
は
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
お
い
て
も
双
方
可
罰
性
は
不
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解

を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
”
Ｑ
一
∽
１
”■

口
」
口
営

”
一”
Ｆ
雰
彗
Ｑ
，
①
＞
げ
ｏ
】一一一〇
●
欧
↓
８
Ｑ
〓
ｏ●
』
”
『一８
一●
一霧
Ｌ
ｏ，
い
∪
ｃ
”
”と

〇ヽ
ギ
一∽一一澪

蕎
●

オ
●
ゴ
、く
●
器
ｏＦ

プ
↓
ｕ
”
ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ
〇
四
〓
Ｈｚ
＞
ｒ
ｒ
＞
ヨ
＞
ｚ
∪
”
”
ｏ
８
∪
Ｃ
召

貧
８
９
・
り
ｏ
・Ｎ
８
占
器
ヽ

酒
巻
匡

「犯
罪
の
国
際
化
と
刑
事
法
」
法

学
教
室
二
〇
〇
号

（
一
九
九
七

・
五
）
四
三
頁
。

（８６
）
古
田
佑
紀

「
国
際
共
助
に
お
け
る
双
罰
性
の
考
え
方
」
「研
修
」
五
三
三
号

（
一
九
九
三

・
一
一
）

一
八
頁
。

（８７
）
古
田
、
同
上
。
嘉
納
孔

「犯
罪
人
引
渡
」
国
際
法
学
会

『
国
際
法
講
座
』
（第
二
巻
）
二

九
五
三

・
有
斐
閣
）
六
四
頁
。

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）

三
四
七



三
四
八

（３８
）
被
請
求
国
が
双
方
可
罰
性
を
認
定
す
る
際
、
自
国
の
刑
法
上
の
構
成
要
件
だ
け
を
基
準
に
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
山
本
草
二

「中

国
民
航
機
不
法
奪
取
引
渡
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
元
年
重
要
判
例
解
説
、
二
五
三
頁
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
裁
判
例

（逃
亡
犯
罪
人
引
渡
審
査

請
求
事
件

（東
京
高
裁
平
成
元
年
二
月
三
十
日
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
二
六
号

（
一
九
九
〇
）

一
〇
五
―

一
五

一
頁
）
で
は
、
「
と
こ
ろ
で
、
双
罰
性

を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
犯
罪
構
成
要
件
の
規
定
の
仕
方
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
、
単
純
に
構
成
要
件
に
当
て
は
め

ら
れ
た
事
実
を
比
べ
る
の
は
相
当
で
な
く
、
構
成
要
件
的
要
素
を
捨
象
し
た
社
会
的
事
実
関
係
に
着
目
し
て
、
そ
の
事
実
関
係
の
中
に
わ
が
国
の

法
の
下
で
犯
罪
行
為
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。

（８９
）
〇
電
”
ｚ
目
冒
め
冒
↓
∪
”
ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ
ｒ
＞
Ｆ

∽ミ
Ｓ

Ｆ
・８
ン
リ
ｏ
・コ
下
８
９

わ
が
国
の
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
上
の
司
法
審
査
に
関
し
て
、
「東
京
高

裁
が
す
る
決
定
は
、　
・
・
・
そ
の
性
質
上
、
純
然
た
る
司
法
権
の
行
使
と
し
て
行
う
裁
判
で
は
な
く
、
立
法
裁
量
に
基
づ
く
非
訟
事
件
に
つ
い
て

の
裁
判
で
あ
る
」
香
城
敏
麿

「時
の
判
例
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
十
条

一
項
三
条
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
の
許
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
二
号

（
一

九
九
〇
）
九
八
頁
。

（９０
）
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
も
、
引
渡
犯
罪
に
該
当
す
る
か
と
い
う
実
体
的
条
件
の
下
で
判
断
さ
れ
る
。
目
用
一≧
ｏ
“
一一Ｆ

∽Ｓ
ミ

↑
・０
９
い
●
●
・〓
∵
〓
お

こ
れ
に
対
し
て
米
国
で
は
引
渡
条
約
上
の
引
渡
犯
罪
に
該
当
し
て
も
な
お
、
そ
の
適
用
除
外

（①Ｘ
８
一一ｏ
こ

と
し
て
、
政

治
犯
不
引
渡
原
則
を
援
用
し
て
、
引
渡
を
拒
否
す
る
権
利
を
留
保
し
て
い
る
と
解
す
る
。
い
お
∽一ｏ“
い
一」
ミ
ミ

↑
・ミ
ン
●
ｕ
，ト
コ
ー
ト
８
・

（９‐
）
犯
罪
人
引
渡
制
度
上
の

「政
治
犯
罪
」
に
つ
い
て
国
際
法
上

一
致
し
た
定
義
は
存
在
し
な
い
の
で
、
各
国
の
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
使

っ
て
認
定
す
る
。
そ
れ
ら
の
基
準
と
は
、
①
優
越
性
の
基
準

（ス
イ
ス

一
八
九
二
年
犯
罪
人
引
渡
法
）
②
付
随
性
の
基
準

（英
国

一
八
九

一
年

”
の

ｏ
”
■
ｏュ

事
件
）
③
侵
害
さ
れ
た
権
利

（
フ
ラ
ン
ス
一
九
四
七
年

”
①
ｏ
”〓

事
件
）
で
あ
る
。
三
浦
守

「逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
に
お
け
る
政
治
犯

罪
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
二
六
号

（
一
九
九
〇
）
五

一
―
六
〇
頁
。

（９２
）
こ
れ
は
後
の
国
際
テ
ロ
行
為
規
制
の
諸
条
約
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「引
き
渡
す
か
、
訴
追
す
る
か
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
原
則
」
↑
二

Ｑ
ａ
ｑ
①

”二

甘
Ｑ
一８
お
）
の
先
駆
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
際
テ
ロ
行
為
規
制
の
諸
条
約
と
は
異
な
っ
て
、
自
国
の
裁
判
所
に
公
訴
を
提
起
し
な

か
っ
た
場
合
に
、
必
ず
身
柄
を
請
求
の
あ

っ
た
他
国
へ
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
の
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
拙
稿

「
国
際
犯
罪
規
制
に
お
け
る
引
渡

・
訴
追
義
務
の
変
化
」
上
智
法
学
論
集
第
四
十

一
巻
第
三
号

（
一
九
九
八
）

一
六
五
―
一
七
七
頁
。



（ｍω
）
く
”Ｄ
Ｑ
①い
ｄく
く
い
”
”①【Ｆ
∽ミヽ
Ｒヽ

（●
・い
い
）̈
ｏ
●
・Ｎ
Ｏ
いＩ
Ｎ
Ｏ
い
。

（９４
）
さ
ミ
・

（９５
）
条
約
の
作
成
の
段
階
で
、
重
大
な
違
反
に
つ
い
て
は
、
引
渡
条
約
の
引
渡
犯
罪
と
し
て
含
め
る
こ
と
や
、
政
治
犯
罪
で
あ
る
と
の
抗
弁
を
否
定

す
る
規
定
も
提
案
さ
れ
た
が

（草
案
七
八
条
）
、
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
・「
づ
ｕ
・認
Υ
認
ド

”
ｏ‥一一●
”

∽Ｓ
Ｓ

Ｆ
・認
ン
フ
Ｎ
ｏ
リ

ジ
ェ
ネ
ー
ヴ
条
約

の
重
大
な
違
反
の
規
制
に
関
し
て
は
、
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る
国
に
お
け
る
訴
追
に

一
層
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

（９６
）
山
本

・
前
掲
注

（１
）
二
二
九
頁
。

（晰
じ
　
弓
，
①
”
Ｘ
一『”Ｑ
〓
一ｏ●
”
ｐ
Ｏ
国
Ｘ
け『”一①【『〓
Ｏ
Ｌ
”】
」Ｇ
〓
∽鮎
一のＬ
ｏ“
己
ゴ
鮎
①『∽一”い
Ｑ
一●
”
）
Ｎ
∞
ヽ
い
。」゙
ヽ

（ＨＯ
∞
０
ン
●
●
・Ｎ
ヽ
い―
ミ
ヾ
∞
・

（鰍
じ
　
＞
『一ｃ
Ｆ
ｏ
く
】．０
く
・
”
Ｏ
Ч
一０
（い卜
ｏ
「
・
∽
Ｌ
ｏ
●
・
Ｎ
ヽ
い
）

（９９
）
例
え
ば
、　
一
九
四
七
年

∪
①●
ヨ
”丼

０
お
ｏ
（デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
す
る
請
求
事
件
）
、　
一
九
四
八
年

”
①
因
”ギ
∽
（ノ
ル
ウ
ェ
ー
か

ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
す
る
請
求
）
、　
一
九
五
六
年

＞
言ヽ
庁
２
お
メ

∪
ｏく
げ

（
ュ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
か
ら
米
国
に
対
す
る
請
求
）
。
前
掲
注

（９
）
を
参

昭
。̈

（‐００
）
古
谷
修

一
「
テ
ロ
行
為
の
非
政
治
犯
罪
化
に
関
す
る
考
察
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
第
四
十

一
号

＾
一
九
八
七
）
二
七
七
―
三
〇
四
頁
。

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
他
、
多
数
国
間
条
約
に
お
い
て
政
治
犯
罪
と
は
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
る
国
際
法
上
の
犯
罪
に
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ

ト
が
あ
る
。
そ
の
他
の
国
際
テ
ロ
行
為
規
制
の
多
数
国
間
条
約
に
お
い
て
は
、
明
文
で
政
治
犯
罪
と
し
て
の
抗
弁
の
否
認
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、

引
渡
審
査
手
続
で
、
政
治
性
に
基
づ
く
引
渡
拒
否
の
抗
弁
を
主
張
さ
れ
う
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
二
国
間
引
渡
条
約
に
お
い
て
、

一
定
の
国
際
法
上
の
犯
罪

（特
に
国
際
テ
ロ
行
為
）
に
つ
い
て
、
政
治
犯
罪
と
し
て
の
抗
弁
を
否
認
す
る
場
合
が
あ
る
。
山
本

・
前
掲
注

（１
）

一
三
二
一
―
二
三
九
頁
。
お
ａ
ご
討
ミ
ヽヽ
お
で
ヽ
べ

Ｆ
■
３
）
フ
釧
ｏ
響

（‐０‐
）
〓
鉾
お
【
Ｒ
ｕ
４
８
Ｑ
〓
ｏ●
２
∪
①ヨ
』”口
』ｃ
ｒ
３
日Ｎ
「

∽
“
ｏ
フ
ｏ
卜
じ

（‐０２
）
但
し
、
こ
の
条
文
を
直
接
根
拠
と
し
て
引
渡
を
命
じ
た
も
の
は
な
い
。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
引
渡
の
審
査
に
お
い
て
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
の
適

用
が
排
除
さ
れ
た
場
合
も
、
直
接
の
根
拠
は
従
来
の
優
越
性
の
基
準
や
付
随
性
の
基
準
に
よ
る
判
断
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
０
ギ
一の一一い
０
く
”
“
α
①
●

メ
ら
、く
い
”
”
①
【
Ｆ

、「
国
国

〕『
Ｏ
ｒ
Ｈ↓
Ｈ
ｏ
＞
ｒ

（υ
『
『
同
Ｚ
Ｏ
”

〕円
Ｘ
Ｏ
日
「
↓
Ｈ
Ｏ
Ｚ

↓
〇

〕円
Ｘ
↓
”
＞
Ｕ
Ｈ↓
ＨＯ
Ｚ
　
（
μ
③
∞
〇
）

）
●
り
・〓
卜
〇
―
い
ヽ
い

・

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）

三
四
九



三
五
〇

（鞭̈
）
］””の∽一〇●５Ｆ
∽ヾ
Ｒヽヽ
（●・ミ∞））ｏ●・ミ∞トーミ∞『・

（
翻
】
）

〕Ｆ
”
口
け
の
『
り
”
Ｏ
Ｆ
一

゛
∽
ミ
ヽ
Ｒ
Ｓ

（
●
・Ｈ
ω
）

・
つ
り
。い
Ｏ
１
０
∞
・

（‐０５
）
岡
田

。
前
掲
注

（５‐
）
四
九
―
七
〇
頁
。
国
連
で
成
立
し
た

「戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
罪
に
対
す
る
時
効
不
適
用
に
関
す
る
条
約
」
に

つ
い
て
、
藤
田
久

一
「
『戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
罪
に
対
す
る
時
効
不
適
用
に
関
す
る
条
約
』
の
成
立
」
金
沢
法
学
第
十
五
巻

一
・
二
合
併

号

（
一
九
七
〇
）

一
七
四
―
二
二
三
頁
。

（‐０６
）
上
述
ア
ル
テ
ゥ
コ
ヴ
ィ
ッ
ク
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
付
随
性
の
基
準
を
用
い
て
、
引
渡
条
約
上
の
政
治
犯
罪
だ
と
認
定
し
た
こ
と
は
不
当

と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
、
「
甲
∽

『
”１
８
Ｆ

∽
ｏ
ヨ
①
”
８
８
一
＞
り
ｏ
汗
”一一ｏ
鵬

魚
Ｆ
一Ｑ
日
一一ｏ
口
巴
ｒ
”■
）
Ｘ
遷
ｑ
く
ω
Ｒ
”
Ｌ
い
ｋ
お
認
ン
フ
Ｓ
Ｆ

Ω
一げ
①【一」
Ｓ
ミ

Ｆ
・〓
ン
づ
ｏ
・Ｎ
８
占
誌
・
戦
争
犯
罪
人
の
引
渡
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、
卿
①
卿
く
ヨ
”
●
（お
お
）
（ω
８

”
・
９
も
う
い
ざ
γ
政
治
犯
不

引
渡
の
適
用
を
排
除
し
た
も
の
と
し
て
、
先
述
、
前
掲
注

（‐０‐
）
〓
ヽ
一けＲ

Ｒ

”
Ｘ
一『注
一〓
ｏ●
Ｒ

∪
①ユ
”
ユ
ｃ
Ｆ
。
尚
、
＞
『ご
Ｆ
ｏく
お

も

一
九
八
六
年

引
渡
し
を
認
め
ら
れ
て
い
る

（＞
『一Ｇ
Ｆ
ｏ
く
お
メ
”
一８
Ｐ
お
ヽ
「
い
０
〓
躍
）。

（‐ｎ７ｕ
）
Ｈ・
『の
］”
ＯＦ
●
ｏ
・
「●
『一∽り
『暉
Ｑ
①●
０一”
」Ｐ
『”
①●
一一●
”
）
〓〇
〇
〇―
メ♂
ω
∞
０
いい
ハヽ
こ「ヽ
』Ｆ
く
Ｏ
ｒ
ｏ
ｍ
（〓ｏ
Ｏ
∞
）・
０
●
・ヽ
∞
トー
ミ
∞
釧
・

（‐０８
）
例
え
ば
ド
イ
ツ
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
部
局
の
長
と
さ
れ
る
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
イ
ス
ラ
エ
ル
秘
密
警
察
に
よ
っ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
強

制
連
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

「
ア
イ
ヒ
マ
ン
事
件
」
に
お
い
て
、
国
連
安
保
理
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
と
っ
た
措
置
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
の
主
権

の
侵
害
に
あ
た
り
国
連
憲
章
に
違
反
す
る
と
非
難
し
て
い
る

（８
８
・
９

図
・
∽
ド
∞
お
）。
但
し
、
身
柄
の
確
保
の
違
法
性
が
、
直
ち
に
イ
ス
ラ
エ

ル
に
お
け
る
裁
判
の
無
効
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く

（日
”げ
８
づ
ご
Ｐ
Ｆ
澪

器
一８
言
３
、
イ
ス
ラ
エ
ル
控
訴
裁
判
所
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
死
刑
を

言
い
渡
し
、
最
高
裁
も
こ
れ
を
確
認
し
、
執
行
さ
れ
た
。
口
｝
目
磁
『●

０
＞
田
∽
＞
ｚ
∪
〓
＞
↓
口
”
【＞
５

ｏ
ｚ
プ
↓
男
ｚ
＞
↓
Ｈｏ
ｚ
＞
ｒ
ｒ
＞
■
・
ｍ
↓
口
”
じ
覇
δ
Ｚ

（一Φ
Φ
∞
））
り
ｏ
・Ｎ
∞
〇ｌ
ｍ
ｏ
卜
・

（
師
中
）

り
ヽ
一の
Ｆ
”
①
一
甲
Ｆ

（０
”
『
Ｑ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
）
く
く
ｒ
ｏ
い

一円
Ｘ
けヽ
”
Ｑ
【．一
一〇
口

一『
”
Ｅ
∽
）
Ｈ
∽
民Ｐ
げ
Ｑ
嘔
０
一
一〇
ｂ

けＦ
の
一∽
〇
】僣
一
〇̈
●
↓
にハ
Ｃ
「
ヽ
ｈ
）
く
Ｏ
ｒ
い
い

（
一
ｏ
ｏ
卜
）

ヽ
づ
ｏ
・【
”
『
―
〓
∞
ｕ
・



第
四
章

　
一
方
的
司
法
共
助
に
協
力
す
る
義
務
と
し
て
の
身
柄
の
引
渡

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
引
渡
の
問
題
は
、
占
領
管
理
が
行
わ
れ
た
領
域
に
容
疑
者
が
所
在
す
る
場
合
お
よ

び
敗
戦
国
に
対
し
て
平
和
条
約
で
身
柄
の
引
渡
を
義
務
づ
け
る
場
合
を
除
い
て
、
主
権
国
家
間
の
国
内
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
の
た
め
の
引

渡
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、　
一
九
九
二
年
国
連
安
保
理
の
決
議
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判

臨
ビ
対
し
て
は
、
主
権
国
家
間
で
は
な
く
、
国
際
裁
判
所
に
対
す
る
身
柄
の
引
渡
の

「義
務
づ
け
」
が
行
わ
れ
た

（規
程
第
二
九
条
第
二

項

（
ｅ
珈
。
国
連
加
盟
国
は
、
た
と
え
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
領
域
内
で
行
わ
れ
た
武
力
紛
争
の
当
事
者
で
は
な
く
て
も
、
国
連
加
盟
国

で
あ
る
と
い
う
法
的
地
位
に
よ
っ
て
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
実
効
的
な
運
営
に
協
力
す
べ
き
法
的
義
務
を
負

っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦

に
お
け
る
戦
争
犯
罪
の

「
国
際
裁
判
所
」
に
対
す
る
身
柄
の
引
渡
は
連
合
国
の
執
行
的
権
限
と
事
実
上
の
実
力
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い

た
の
に
対
し
て
、
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
対
す
る
身
柄
の
引
渡
に
は
そ
の
よ
う
な
戦
勝
国
対
敗
戦
国
と
い
う
図
式
は
な
く
、
武
力
紛
争
の

当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
第
三
国
の
地
位
に
あ
る
国
に
対
し
て
も
義
務
づ
け
を
行

っ
た
点
で
、
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
身

柄
の
引
渡
概
念
は
国
際
法
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
ま
ず
当
該
国
際
裁
判
所
の
裁
判

権
の
性
質
の
確
定
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
代
替
的
管
轄
権

（【ｏｏ
中Ｈ
①
Ｏ
一日

ａ̈
一０”̈
ｏ
じ

の
設
定

（１
）
戦
後
の
活
発
な
国
際
立
法
活
輔
ぱ
応
え
て
、
戦
争
犯
罪
関
連
の
諸
条
約
を
批
准
し
、
国
内
法
を
整
備
し
て
い
た
国
の
一
つ
が
旧
ユ
ー

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の
「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一五
一



一二
五
二

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
で
あ

っ
た
。
そ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
の
解
体
に
伴

っ
て
武
力
紛
争
が
発

生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
武
力
紛
争
に
つ
い
て
は
、
特
に
セ
ル
ビ
ア
人
民
族
集
団
に
よ
る
大
量
殺
害
、
強
制
収
容
、
婦
女
暴
行
な
ど
の
い

わ
ゆ
る

「
民
族
浄
化
」
↑
一ゴ
●
お

２
８
３
一●
じ

政
策
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
海
外

へ
報
道
さ
れ
、
国
際
社
会
に
強
い
衝
撃
を
与
え
る
こ
と

と
な

っ
た
。
安
保
理
は
、
紛
争
地
域
で
は
重
大
な
国
際
人
道
法
違
反
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
の
専
門
家
委
員
会
の
報
告

（ｔ
い
い
ざ
卜
、

一
九
九
二
年
五
月
三
日
）
を
受
け
、
こ
れ
ら
紛
争
地
域
の
状
況
の
継
続
は
憲
章
第
七
章
三
十
九
条
に
よ
る
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る

脅
威
で
あ
る
と
認
定
し
た

（決
議
七

一
三
号
）
。
さ
ら
に
、
発
生
し
た
国
際
人
道
法
違
反
を
審
理

・
処
罰
す
る
た
め
に
憲
章
第
七
章
に
基

づ
い
て
国
際
刑
事
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し

（決
議
八
〇
八
号
）
、
裁
判
所
規
程
を
含
む
設
置
決
議
を
採
択
し
た
の
で
あ
る

（安

保
理
決
議
八
二
七
号

・
一
九
九
二
年
五
月
二
十
五
日
）
。
こ
う
し
て
国
連
安
保
理
の
補
助
機
関
と
し
て
、
国
際
人
道
法
違
反
に
つ
い
て
審

（‐‐３
）

理

・
処
罰
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（２
）
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
戦
争
犯
罪
規
制
の
関
連
諸
条
約
を
批
准
し
、
国
内
法
を
整
備
し
て
い
た
ど

こ

の
こ
と
が
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
を
評
価
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
、
伝
統
的
国
際
刑
事
裁
判
所

概
念
は
、
個
人
に
対
し
て
国
際
法
を
直
接
適
用

（国
内
法
を
介
在
さ
せ
な
い
）
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
ユ
ー

ゴ
国
際
裁
判
所
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
が
国
内
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
設
立
の

際
に
、
裁
判
権
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
当
該
国
際
法
上
の
犯
罪
を
規
制
す
る
た
め
の
法
規
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
受
け
入
れ
ら
れ

（‐‐５
）

て
い
た
か
を
慎
重
に
点
検
し
た
の
で
あ
る
。

（
ａ
）
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
で
は
疑
い
な
く
慣
習
法
化
し
た
国
際
人
道
漁
ビ
適
用
す
る
と
し
、
次
の
四
つ
の
事
項
を
国
際
人
道
法
違

反
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象

（国
際
人
道
法
違
反
）
は
、
①
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
の
重
大
な



違
反
②
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
、
③
集
団
殺
害
罪

（ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）
、
①
人
道
に
対
す
る
罪
で
あ
る
。
ま
ず
①
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
の

重
大
な
違
反
お
よ
び
②
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
関
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は

一
九
四
九
年
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
な
ら
び
に

一
九

七
七
年
追
加
第

一
議
定
書
を
批
准
し
、
刑
法

（第

一
四
二
条
、　
一
五
〇
条
、　
一
五

一
条
）
な
ら
び
に

「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連

邦
共
和
国
の
軍
隊
に
対
す
る
戦
時
国
際
法
規
の
適
用
に
関
す
る
諸
規
則
」
を
制
定
し
、
違
反
行
為
者
を
処
罰
す
る
法
制
度
を
整
え
て
い
た
。

次
に
③
集
団
殺
害
罪

（ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）
に
つ
い
て
は
、　
一
九
四
八
年
集
団
殺
害
罪
の
防
止
に
関
す
る
条
約
を
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は

批
准
し
、
国
内
法
を
制
定
し
て
い
た

（刑
法
第

一
四

一
条
稀
）

さ
ら
に
①
人
道
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
も
、
刑
法
に
処
罰
規
定
を
整
備
し

て
い
た

（第

一
四
二
条
）
。

（ｂ
）
連
邦
が
解
体
し
、
支
邦
が
分
離
独
立
し
た
場
合
に
は
、
連
邦
の
権
利
義
務
の
承
継
に
つ
い
て
は
特
別
の
問
題
が
生
じ
る
が
、
こ
れ

ら
の
国
際
人
道
法
に
関
す
る
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
分
離
独
立
し
た
支
邦

（ボ
ス
ニ
ア

・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
並
び
に
新

ユ
ー
ゴ

（セ
ル

ビ
ア

・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
）
に
関
す
る
適
用
に
関
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
旧
連
邦
の
領
域
の
相
当
部
分
に
つ
い
て
そ
の
履
行
義
務
を
承

継
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
２

九
九
二
年

「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
適
用
事
件
」
仮
保
全
措
置
命
令
瑞
）

さ

ら
に
ク
ロ
ア
チ
ア
に
つ
い
て
は
、
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
条
約
承
継
宣
言
を
ス
イ
ス
政
府
に
寄
託
し
て
い
る

（
一
九
九
二
年
五
月

一
二
日
）
。
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
は
こ
れ
ら
国
際
人
道
法
を
適
用
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
戦
闘
行
為
は
継
続
さ
れ
、
違
反
が
続
出

し
て
い
な
ど

そ
の
よ
う
な
状
況
を
国
連
の
安
保
理
が

「
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
」
で
あ
る
と
認
定
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
諸
国
の
当
該
犯
罪
を
規
制
す
る
行
為
能
力
の
欠
如
を
考
慮
し
て
、
「
代
替
的
な
刑
事
管
轄
権
」
（『８
【器
の
０
」日

＆̈

ｏ̈け一ｏ
じ

型
τ
行
使
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
個
人
に
対
し
て
国
内
法
を
介
在
さ
せ
ず
、
直
接
に
国
際
法
を
適
用
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
軍
事
裁

判
所
と
は
裁
判
権
の
性
質
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一五
三



三
五
四

（３
）
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
条
約
は
、
国
内
立
法
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
諸
国
以
外
の
国
家
も
、
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
な
ら
び
に
そ
れ
ら
諸
国
の
国
内
裁
判
所
と

ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
裁
判
権
の
競
合
の
問
題
は
、
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
第
九
条
二
項
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
九

条
二
項
は
、
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
優
位
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
国
内
裁
判
所
は
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
か
ら
の
命
令
が
あ
れ
ば
、
自
国

の
裁
判
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
測

一
一　
国
連
決
議
に
基
づ
く
引
渡
の
義
務
づ
け

ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
は
司
法
的
手
続
き
の
担
当
と
し
て
は
最
初
の
安
保
理
の
補
助
機
関
で
あ
り

（憲
章
第
二
九
条
）
、
ュ
ー
ゴ
国
際
裁

判
所
規
程
に
規
定
さ
れ
る
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
は
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
強
制
措
置
で
あ
る
。
従
っ
て
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
対
す
る

協
力
は
、
紛
争
当
事
国
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
国
連
加
盟
国
が

一
律
に
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
国
連
安
保
理
決
議
の
法

的
効
果
に
よ
っ
て
生
じ
る
が
、
裁
判
所
規
程
の
起
草
過
程
を
振
り
返
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
義
務
づ
け
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
国

連
安
保
理
決
議
に
基
づ
く
と
い
う
設
立
根
拠
が
選
択
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（１
）
裁
判
所
の
設
立
が
国
連
安
保
理
決
議
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
が
あ
っ
た
。
最
も
重
要
な
提
案

は
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議

（Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
に
よ
る
条
約
に
基
づ
い
た
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
案
で
あ
征
諧

こ
の
提
案
で
は
、
設
立

根
拠
を
紛
争
当
事
国
を
締
約
国
と
す
る
多
数
国
間
条
約
に
求
め
た
。
旧
ユ
ト
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
条
約
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
を

国
内
法
化
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、
設
立
さ
れ
る
裁
判
所
で
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
法
を
適
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し



か
し
、
こ
の
提
案
は
結
局
採
択
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
大
き
な
要
因
の

一
つ
は
、
条
約
方
式
で
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国

の
批
准
が
迅
速
且
つ
確
実
に
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
懸
念
で
あ

っ
た
諧

（２
）
そ
の
他
の
提
案
、
例
え
ば
米
国
鶏
）

イ
タ
リ
ア
象
）

フ
ラ
ン
ス
無
ぼ
す
べ
て
設
立
根
拠
を
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
安
保
理
決
議
と

し
て
い
た
。
協
力
の
た
め
に
は
必
要
な
国
内
法
上
の
措
置
を
執
る
こ
と
が
求
め
ら
裸
）

さ
ら
に
、
身
柄
の
引
渡
に
関
し
て
は
、
通
常
の
犯

罪
人
引
渡
と
は
概
念
上
区
別
す
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
諧

実
際
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
は
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
安
保
理
決
議
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
引
渡
の
要
請
な
い
し

は
命
令
に
対
し
て
、
国
連
加
盟
国
に
拒
否
す
る
権
利
は
な
い
。
そ
こ
で
は
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
実
効
性
を
支
え
る
相
互
主
義
が
働

く
余
地
は
な
く
、
国
連
加
盟
国
が

一
方
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該
義
務
は

一
方
的
司
法
共
助
に
協
力
す

る
義
務
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
卍

〓
一　
実
施
の
た
め
の
国
内
立
法

（一ヨ
づ
げ
■
ｏい
［〓
”
〕①”
〓
”一】ｏじ

の
意
義

（１
）
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
側
は
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
の
履
行
に
当
た
っ
て
は
、
新
し
い
立
法
を
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
た
び
た

び
指
摘
し
て
き
た
。
例
え
ば

一
九
九
四
年
二
月

一
一
日
に
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
よ

っ
て
採
択
さ
れ
た
証
拠
並
び
に
手
続
き
に
関
す
る
規

則

（”
〓
】８

Ｒ

り
『８
ｏヽ
ミ
ｏ
”●
Ｏ
ｕ
二
ヽ
①●
８
）
で
は
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
第
二
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
諸
義
務
は
、
裁
判
所
に

対
す
る
身
柄
の
引
渡
に
関
し
て
関
連
当
事
国
の
国
内
法
或
い
は
犯
罪
人
引
渡
条
約
か
ら
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
法
的
障
害
に
対

し
て
優
位
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る

（第
五
八
条

「犯
罪
人
引
渡
に
か
か
る
国
内
法
上
の
諸
規
定
し
っ

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一五
五



（２
）
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
対
す
る

一
方
的
司
法
共
助
に
協
力
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
、
実
施
の
た
め
の
国
内
立
法
が
持
つ
意
義

は
重
要
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
国
際
法
上
の
義
務
を
実
現
す
る
た
め
に
国
内
法
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
国
際
法
上
の
義
務
に
関

し
て
も
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
の
実
施
の
た
め
の
国
内
立
法
の
必
要
性
が

一
層
重
要
で
あ
る
の
は
、

一
つ
に
は
、
今
回
の
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
を
設
立
す
る
根
拠
は
安
保
理
決
議
で
あ
り
、
決
定
と
し
て
採
択
さ
れ
た
以
上
、
締
約
国
の
意
思

を
問
う
ま
で
も
な
く
法
律
行
為
と
し
て
完
成
し
て
お
り

（
一
方
的
行
為
）
、
条
約
の
締
結
の
よ
う
に
、
批
准
の
前
に
国
内
法
を
調
整
し
た

り
、
或
い
は
国
内
法
の
調
整
が
つ
か
な
い
た
め
に
批
准
を
見
送
る
と
い
っ
た
よ
う
な
意
思
表
示
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
該

安
保
理
決
議
は
、
従
来
の
国
家
に
対
し
て
特
定
の
行
為
を
義
務
づ
け
る
決
議
と
は
異
な

っ
て
、
「
個
人
に
対
す
る
権
利
義
務
関
係
に
係
わ

る
」
措
置
で
あ
る
の
で
、
「
国
内
法
制
上
、
就
中
憲
法
体
制
の
も
と
で
保
障
さ
れ
て
い
る
個
人
の
私
権
、
特
に
基
本
的
人
権
と
の
間
に
抵

触
を
生
ず
る
状
況
が
出
て
来
う
る
」
が

ら
、　
一
層
国
内
法
と
の
調
整
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
わ
が
国
で
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
憲

法
第
二
十
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
令
状
主
義
と
の
低
触
の
問
題
で
あ
る
。
前
章
で
見
た
と
お
り
、
自
国
で
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い

よ
う
な
場
合
に
ま
で
身
柄
を
拘
束
し
て
他
国
に
引
き
渡
す
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
も
）、

令
状
を
得
る
た
め
に
は
、
ユ
ー

ゴ
国
際
裁
判
所
が
身
柄
の
引
渡
を
要
請
し
て
い
る
容
疑
者
が
行

っ
た
と
さ
れ
る
犯
罪
が
、
わ
が
国
で
も
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
」
卍

つ
ま
り
実
質
的
に
犯
罪
人
引
渡
制
度
上
の
双
方
可
罰
性
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
国
際
法
上
の
犯
罪
の
う
ち
、
と
り
わ
け
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
重
大
な
違
反

と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は
、
条
約
が
当
該
国
際
法
上
の
犯
罪
を
国
内
法
化
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
、
条
約
の
締
約
国
間
に
お
い
て

（‐３４
）

は
、
双
方
可
罰
性
の
条
件
は
大
き
な
障
害
と
は
な
ら
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（３
）
さ
て
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
義
務
づ
け
は
、
紛
争
当
事
国
で
あ
る
か
ど
う
か
の
区
別
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
。



し
か
し
身
柄
の
引
渡
義
務
の
履
行
に
関
し
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
と
そ
の
他
の
国
を
区
別
し
て
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
紛
争
当
事
国
で
あ
る
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
は
、
国
際
人
道
法
違
反
が
行
わ
れ
た
犯
行
地
で
あ
る
。
従

っ
て
、
従
前
の
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
刑
法
な
ら
び
に
軍
規
則
に
従

っ
て
、
違
反
者
を
審
理

・
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
管

轄
権
を
行
使
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
国
際
裁
判
所
が
代
替
的
に
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
旧
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
か
ら
国
際
裁
判
所
に
対
す
る
身
柄
の
引
渡
義
務
は
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
協
力
は
消
極
的
な
も
の
に
留
ま

っ
て
お
％
響

国
内
立
法
を
行

っ
た
の
は
、

ポ
ス
ニ
ア

・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
ク
ロ
ア
チ
ア
だ
け
で
あ
る
。
現
在
こ
の
地
域
の
平
和
と
安
全
は
、
武
力
紛
争
の
体
戦
協
定
で
あ
る

「
ボ

ス
ニ
ア
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
平
和
に
関
す
る

一
般
的
枠
組
合
意

（略
称
デ
イ
ト
ン
和
平
合
意
ご

げ
よ

っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
合

意
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
五
ヶ
国
の
な
か
の
三
ヶ
国
、
す
な
わ
ち
ボ
ス
ニ
ア

・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
新

ユ
ー
ゴ
、
ク
ロ
ア
チ
ア

の
間
で
締
結
さ
れ
、
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー
プ

（
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
英
国
、
米
国
）
な
ら
び
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
よ

っ
て

監
視
さ
れ
る
と
い
う
体
制
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
治
安
の
維
持
に
関
し
て
実
質
的
に

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
り
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
平
和
安
定
化
部
隊

（Ｓ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
）
を
派
遣
し
て
い
年
に

多
く
の
被
告
人
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
存
在
し
て
い
る
実

情
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
国
に
対
す
る
身
柄
の
引
渡
の
要
求
は
、
当
該
裁
判
所
規
程
に
加
え
て
、
さ
ら
に
直
接
に
引
渡
を
義
務
づ
け

る
こ
と
が
必
要
だ
と
み
な
さ
れ
、
休
戦
協
定
に
お
い
て
明
示
的
に
国
際
裁
判
所
に
協
力
す
る
こ
と
が
紛
争
当
事
国
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら

れ
た

（デ
イ
ト
ン
和
平
合
意
第
九
条
、
付
属
書

一
Ｉ
Ａ
の
第

一
〇
条
、
付
属
書
四
の
第
二
条
八
項
、
付
属
書
六
の
第
八
条
四
項
）
。　
一
九

九
七
年
に
は
Ｓ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
に
よ

っ
て

一
名
の
容
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る

（七
月

一
〇
日
、
）

（４
）
こ
れ
に
対
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
以
外
の
国
は
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
れ
ど

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一五
七



二
五
八

実
際
に
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
を
履
行
す
る
た
め
に
、
す
で
に

一
八
ケ
国

（オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、

デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
先
型
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
英
鴎
せ

米
国
）
が
、
新
規
立
法
を
含
め
て
関
係
国
内
法
を
整
備
し
、
当
該

裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
手
続
を
定
め
た
と
報
告
さ
れ
て
い
夕
膏

な
お
、
米
国
は
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
な
ら
び
に
同
じ
く
安
保
理
決
議

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
ル
ワ
ン
ダ
国
際
裁
判
所
と
合
意
を
結
鴫
）

そ
れ
ら
を
履
行
す
る
た
め
の
立
法
を
行
い
、
さ
ら
に
犯
罪
人
引
渡
法
を

修
正
し
鶴

上
記
の
国
連
加
盟
国
の
国
内
立
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
制
を
反
映
し
て
お
り
、
単
純
な
類
型
化
を
許
さ
な
い
が
、
共
通
す
る
特
徴
を

幾
つ
か
採
り
上
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

（ア
）
ま
ず
第

一
に
身
柄
の
引
渡
命
令
な
い
し
要
請
に
は
、
当
該
新
規
立
法
と
既
存
の
犯
罪
人
引
渡
法
に
必
要
な
修
正
を
加
え
て

（ロ
ニ
”計お
日
算
“い
０
いじ

適
用
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（イ
）
第
二
に
、
引
渡
に
関
わ
る

「権
限
あ
る
当
局
」
と
し
て
は
、
通
常
、
司
法
長
官

（法
務
大
臣
）
が
指
定
さ
れ
る
。
（但
し
、
オ
ラ

ン
ダ
は
ハ
ー
ダ
地
方
裁
判
所
が
当
局
と
な
り
、
ス
イ
ス
は
連
邦
警
察
局
が
当
局
と
な
る
。）

（ウ
）
第
二
に
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
同
様
、
裁
判
所
の
審
査
を
予
定
す
る
国
が
あ
る

（デ
ン
マ
ー
ク

（第
四
条
四
項
）
、
イ
タ

リ
ア

（第
二
条
）
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ

（第
一ハ頂
）
、
米
国

（裁
判
所
と
の
合
意
第
二
条
）
、
フ
ラ
ン
ス

（第

一
二
条
と
。
裁
判
所
は

一
定
の

場
合
に
命
令
な
い
し
要
請
を
拒
否
で
き
る
。
拒
否
事
由
と
し
て
は
当
該
命
令
な
い
し
要
請
に
か
か
る
犯
罪
が
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
事
項

的
管
轄
権
の
対
象
で
は
な
い
こ
」
ず
、
被
告
人
と
し
て
特
定
で
き
な
い
ず

が́
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
さ
ら
に
双
方
可
罰
性
を
あ
げ
る
国
も
あ

る

（ス
イ
ス

（第

一
〇
条

一
項

（ｂ
こ

と
イ
タ
リ
ア

（第

一
一
条
三
項

（Ｃ
‐
ｂｉｓ
と

は
、
当
該
被
告
人
が
行

っ
た
と
さ
れ
る
犯
罪
は
自



国
に
お
い
て
も
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
引
渡
を
許
可
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
い
る
）
。
但
し
、
政
治
犯
不
引
渡
を
拒
否
事
由
と
し
て
挙
げ

た
立
法
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
工
）
な
お
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
要
請
を
受
け
て
、
当
該
引
渡
の
手
続
は
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
規
定
し
た
り

（
ス
ペ
イ
ン
理
由
陳
述
）
、
身
柄
の
引
渡
が
義
務
で
あ
る
と
い
う
点
を
規
定
す
る
国

（ド
イ
ツ
第

一
懇
摯
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
施
の
た
め
の
国
内
立
法
を
行

っ
た
多
く
の
国
が
、
当
該
の
身
柄
の
引
渡
義
務
を
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
関
す
る
法

規
の
修
正
で
履
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
裁
判
権
の
性
質
が
代
替
的
管
轄

権
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
当
該
国
際
裁
判
所
の
裁
判
権
は
、
本
来
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
が
有
し
て
い
る
も
の

を
国
連
が
代
替
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
主
権
国
家
に
対
す
る
司
法
共
助
と
し
て
発
展
し
て
き
た
法
制
度
が
機
能
す
る
基
盤
が
あ
る
。
む
ろ

ん
、
諸
国
家
が
当
該
義
務
の
履
行
を
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
修
正
と
し
て
捉
え
て
い
る
限
り
、
依
然
と
し
て

一
定
の
引
渡
拒
否
事
由
は
残

編
に

但
し
、
引
渡
拒
否
事
由
と
し
て
、
「
政
治
犯
不
引
渡
原
則
」
を
留
保
し
た
国
が
な
い
こ
と
は
、
戦
後
の
国
際
立
法
活
動
を
反
映
し
た

も
の
と
し
て
し
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

（‐１０
）
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
初
め
て
の
個
人
を
審
理

・
処
罰
す
る
た
め
の
国
際
刑
事
裁
判
所
で
あ
り
、
そ
の
様
々
な
側
面

に
関
し
て
、
学
界
の
大
き
な
関
心
を
呼
ん
で
き
た
。
例
え
ば

↓
ｒ
８
Ｑ
Ｒ

〓
Ｑ
ｏ
●
は
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
が
与
え
た
規
範
的
イ
ム
パ
ク
ト
を
入
つ

列
挙
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
を
国
際
の
平
和
に
対
す
る
脅
威
だ
と
認
定
し
た
こ
と
、
②
国
際
人
道
法
の
主
要
な

構
成
部
分
が
慣
習
法
化
し
た
と
認
定
し
た
こ
と
、
③
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に

成
功
し
た
こ
と
、
④
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
の
共
通
第
二
条
を
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
国
内
法
化
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
、
裁
判
所
の
事
項
的

管
轄
権
の
対
象
で
あ
る
と
み
な
し
た
こ
と
、
⑤
刑
罰
に
関
し
て
死
刑
廃
止
論
者
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
こ
と
、
⑥
国
際
刑
事
裁
判
所
の
デ
ュ
ー
プ
ロ

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一五
九



三
六
〇

セ
ス
に
進
歩
を
も
た
ら
し
た
こ
と

（欠
席
裁
判
の
禁
止
や
控
訴
を
認
め
た
こ
と
）
、
⑦
強
姦
を
人
道
に
対
す
る
罪
に
含
め
た
こ
と
、
③
人
道
に
対
す

る

罪

の

成

立

に

必

ず

し

も

戦

争

状

態

は

必

要

で

な

い

と

し

た

こ

と

、

で

あ

る

。

↓
Ｆ
８

Ｑ
Ｒ

〓

ｏ
８

Ｐ

↓
Ｆ
①

Ｚ

Ｒ

日

”
一
一お

Ｈ
〓

ｕ
Ｒ

一
ｏ
●

Ｆ

一
の
日

”
一
一ｏ
●
ュ

ｒ
電
ξ

ｏ
』
一
Ｆ
①

Ｈ
“
け
ｏ
【
●
”
Ｌ
Ｏ
●
”
【
由
イ
一ぴ
●
５
”
一
』
○
ヽ
『
〇
●
Ｂ
①
『
Ｊ
『
」
的
○
∽
【”
く
一”

）
ヨ
く
＞
”

０
”
Ｈ〓
”
∽

ＨＺ

Ｈ
Ｚ
↓
ｕ
”
Ｚ
＞
↓
Ｈ
Ｏ
Ｚ
＞
ｒ

ｒ
＞
ダ
ど

∽
ミ
ヽ
Ｒ
ヽ

（
●
・い
∞
）

・
●
●
・Ｎ
Ｈ
【
―
い
ω
日

・

（Ⅲ
）
第
二
九
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
１
．
諸
国
は
、
国
際
人
道
法
に
対
す
る
重
大
な
違
反
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
者
の
捜
査
お
よ
び
訴
追
に
関
し
、
国
際
裁
判
所
と
協
力

す
る
。

２
．
諸
国
は
、
第

一
審
裁
判
部
が
発
出
す
る
援
助
要
請
ま
た
は
命
令

（次
の
事
項
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。）

に
対
し
、
不
当
に
遅
延
す
る
こ
と
な
く
従
う
。

（
ａ
）
人
及
び
そ
の
所
在
の
特
定

（ｂ
）
証
言
の
録
取
及
び
証
拠
の
提
出

（
ｃ
）
文
書
の
送
達

（ｄ
）
人
の
逮
捕
又
は
拘
禁

（
ｅ
）
国
際
裁
判
所
へ
の
被
告
人
の
引
渡
し
又
は
移
送

（３
『『８
浄
『
９
■
８
∽いｏ『ご

（
‐‐２
）
こ
れ
ら
の
立
法
活
動
に
よ

つ
て
、
従
来
は
武
力
紛
争
法
規

（曹
∽
〓

ぴ
①
】ざ
）
と
い
わ
れ
た
法
規
の
多
く
が
、
今
日
で
は
国
際
人
道
法

貧
詳
の日
”一一ｏ
●
Ｌ
目
嘔
ヨ
”
口
一け”『【”
い
い
”く
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
核
兵
器
の
違
法
性
諮
問
事
件

（ｒ
①∞
”】一ぞ

Ｒ
一Ｆ

↓
ギ
８
一
Ｒ

Ｃ
Ｘ

Ｒ
Ｚ
Я
一８
■
■
８
ｕ
ｏ
房
ψ
＞
鰤
く
一８
囀

ｏ
り
ま
一ｏじ

に
お
い
て
、武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
可
能
な
二
つ
の
法
の
分
野
（
ヘ
ー

ダ
法
規
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
規
）
は
、
「互
い
に
密
接
に
関
連
す
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
単

一
の
複
合
体
、
今
日
国
際
人
道
法
と
し
て
呼
ば
れ
る
も

の
に
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
」
と
し
、
そ
の
統

一
性
と
複
雑
さ
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
対
す
る
追
加
議
定
書

（
一
九
七
七
）
の
諸
規
定
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ｒ
①”
”澤
Ч
Ｒ
諄
①
↓
ｒ
お
誅
Ｒ

Ｃ
Ｘ

Ｒ
Ｚ
●
ｏ〕①ミ
Ｊ
「ｏ”ｕ
ｏ
●
Ｐ
Ｘ
ヽ
、
Ｓ
ヽ
お
Ｏ
ｏ
ｏ
ｅ
，
フ
Ｎ
”

（‐‐３
）
安
保
理
は
国
連
憲
章
第
四

一
条
に
基
づ
く
権
限
に
よ

っ
て
当
該
補
助
機
関

（
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
）
を
設
置
し
た
。
と
は
い
え
、
国
連
憲
章
第

四

一
条
が
安
保
理
が
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
委
ね
た
司
法
的
な
機
能

（個
人
の
刑
事
責
任
の
認
定
）
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も



の
で
は
な
い
。
安
保
理
自
身
は
、
国
連
憲
章
上
、
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
司
法
的
機
能
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
安
保
理
は
国
際
の
平
和

と
安
全
の
維
持
と
い
う
任
務
を
果
た
す
た
め
の
道
具
と
し
て
、
司
法
機
関
の
設
置
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
８
３
ｏ二
Ｒ

く
。
↓
ａ
お

（∪
ｏｏ一∽一ｏ
●
ｏ
●
一ｒ
①
∪
①』①，
ｏの
で
日Ｏ
Ｌ
ｏ
●
〔ｏ
『
Ｈ●
一の【一〇
ＯＣ
一〇
『Ч
」Ｐ
Ｕ
ｏ
①”】
〇●
〕“
『】∽Ｑ
】のＬ
Ｏ
●
）
，
Ｈ●
け①『い
”Ｌ
Ｏ
●
”一
〇
〓
甕
Ｌ
い
”一
弓
【【げ
」
●
”
一
』〇『
『
Ｏ
コ
Ｓ
の『

く
」
崚
８
〕黙
【Ｐ
＞
ｏ
●
８
ｒ
ｏ
Ｆ
”Ｂ
げ
①『）
い
い
ヽ
い
」バ

（３
８
））
ｏ
●
・葛
占
９

ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
任
務
で
あ
る
司
法
機
能
を
、
設
置
し
た
側
の
安
保

理
自
身
は
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
活
動
に
独
立
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
∪
営
８
ｒ
∽
ミ
８
娑
ｒ

↓
ｒ
①
ｒ
①
”
』

『
『
田
部
の
ヨ
ｏ
【
ｒ

Ｏ
ｏ
く
の
『
●
一●
”

Ｃ
ユ
一
の
２

Ｚ
”
一
ざ
“
∽
∽
饉
げ
ａ
Ｑ
ご
ヽ
く

ｏ
『
”
”
●
Ｐ

ぃ
文
ギ
ビ
呵
』
ｋ
田
．・ヽ

い
・
（
Ｈ
Φ
⑬
①
ン

●
Ｕ
卜
Ｎ
∞
―
ド
ω
Ｆ

ト
ト
『
―
卜
ｕ
”

（‐‐４
）

一
九
九
六
年

”
『８
８
僣
一９

メ

↓
注
お
事
件
に
お
い
て
、
被
告
人
は
①
裁
判
所
は
違
法
に
設
置
さ
れ
た
、
②
国
内
裁
判
所
に
対
す
る
優
位

（規
程

九
条
二
項
）
は
正
当
化
さ
れ
な
い
、
③
裁
判
所
は
事
項
的
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
い
う
三
つ
の
理
由
で
裁
判
所
の
管
轄
権
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。

こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
、
設
立
の
合
法
性
に
つ
い
て
、
憲
章
第
二
九
条
に
基
づ
い
て
安
保
理
は
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と

考
え
る
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
の
設
立
も
そ
の
権
限
内
で
あ
る
こ
と
、
国
内
裁
判
所
に
対
す
る
優
位
に
つ
い
て
は
、
国
内
裁
判
所
の

管
轄
は
排
他
的
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
国
際
社
会
に
代
わ
っ
て
安
保
理
が
設
立
し
た
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
権
利
が
違
法
に
侵
害
さ
れ
た
と
は
言

え
な
い
、
さ
ら
に
戦
争
の
法
規
慣
例
は
人
道
法
の
諸
原
則
と
ル
ー
ル
す
な
わ
ち

「
人
道
の
根
本
的
な
配
慮
」
曾
Ｆ
日
①
諄
鶴
Ч
８
口
一計
８
一一ｏ
●
Ｒ

Ｆ
●
ヨ
”〓
【■
）
を
反
映
し
て
お
り
、
さ
ら
に
諸
国
の
国
内
法
で
犯
罪
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
個
人
に
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
疑
い
な
い
と
し
、
当
該
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
か
内
戦
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
違
反
に
つ
い
て
実
行
者
を
処
罰
す
る

管
轄
権
を
持

つ
と
し
た
。
「
８
Ｘ
ｏ
〓
８

メ

↓
”
Ｑ
〓

（∪
８
●
ｏ
●
ｏ
５
，
ｏ
∪
①
』８

Ｒ

〓
ｏ
一一ｏ
●
ど
『
Ｆ
一Ｒ
】８
〓
Ｒ
Ч
＞
づ
Ｒ

Ｌ

ｏ
ｐ
ピ

ヽ
一ａ
一の
一一０
じ

）
ミ
ご

り
ｏ
・ω
Ｎ
Ｉ
ヽ
Ｑ
・

（‐‐５
）
国
内
法
化
や
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い

「
平
和
に
対
す
る
罪
」
は
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
と
は

な

っ
て
い
な
い
。

（‐‐６
）
国
際
人
道
法
の
定
義
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
「
条
約
又
は
慣
習
に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
た
国
際
規
則
で
あ

っ
て
、
国
際
的
又
は
非
国
際
的
武

力
紛
争
か
ら
直
接
に
生
ず
る
人
道
的
諸
問
題
の
解
決
を
特
別
に
意
図
し
、
ま
た
、
紛
争
当
事
国
が
選
択
す
る
戦
争
の
方
法
と
手
段
を
使
用
す
る
権

利
を
制
限
し
、
又
は
紛
争
に
よ

っ
て
影
響
を
受
け
若
し
く
は
影
響
を
受
け
る
こ
と
の
あ
る
人
と
財
産
を
保
護
す
る
も
の
」
と
い
う
定
義
が

一
般
に

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）

一一三
ハ
一



一一三
ハ
二

受
け
入
れ
や
す
い
と
い
う
。
定
義
の
対
立
点
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
平
時
の
人
権
規
定
を
含
む
か
ど
う
か
で
あ
る
。
竹
本
正
幸

「
国
際
人
道
法
」
（国

際
法
学
会
編

『
国
際
関
係
法
辞
典
し

（
一
九
九
五

・
三
省
堂
）
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。
藤
田
久

一
『新
版
国
際
人
道
法
』
貧

九
九
三

・
有
信
堂
）

一
―
四
頁
。

（
り

〓

９

１

「
Ｆ

ａ

ｏ
Ｌ
い
い
”

Ｆ

一
の
『
〓

”
●
【ド
び

↓
目

Ｆ

ヨ

８

日

ュ

ζ

同
甕

ち

Ｈｏ
ｒ

ｒ

９

Ｈ
〓
Ｈｒ

ｒ
弓
”
Ｈ”
ロ

ト

８

”

日

∪

Ｆ

”
冨

”

く
８

ｏ
∽
ｒ
＞
く
Ｆ

（い０
０
０
）
ヽ
Ｕ
Ｏ
・卜
∞
『―
卜
ＯＮ
・

（‐‐８
）
〇
”Ｘ

Ｏ
ｏ
●
ｏ９
●
〓
”
＞
り
０
】一ｏ諄
一ｏ
●
Ｒ

，
ｏ
ｏ
８
■
ｏユ
一ｏい
ｏ●
警
①
「
お
く
①詳
一ｏ●
”い
０
「
饉
い
い∽Ｆ
Ｂ
①詳

ｏ
』
静
ｏ
ｏ
Ｌ
ヨ
①
Ｒ

Ｏ
①●
ｏ
ｏ一Ｏ
①
）
Ｆ
お
Ｌ
日

で
日の”∽離
『①∽。
今”
〇
∽●
い”
”●
鮎
］出
０「ＮＯ”
Ｏく
一●
”
く
・ば
、」
”
Ｏ
∽】”く
一”
（∽
①『く
【”
”口
鮎
マ
【〇
“
一ｏ●
①”
『Ｏ
））
ド⑬
⑬
∞
・一
・∞
こ
ハヽ
・ヽ
卜
』〓
く
ｏｒ
∞
『
（い０
０
∞
）
・ｏ
●
・釧
〇
い―
い
いＮ
・

（‐‐９
）
そ
の
他
の
紛
争
当
事
者
達
も
度
々
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
遵
守
す
る
と
の
声
明
を
出
し
て
い
た
が

（例
、　
一
九
九

一
年
ク
ロ
ア
チ
ア
、
セ
ル
ビ
ア

共
和
国
、
ユ
ー
ゴ
国
軍
三
者
に
よ
る
声
明
や
、　
一
九
九
二
年
ボ
ス
ニ
ア

・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ボ
ス
ニ
ア
ム
ス
リ
ム
民
主
活
動
、
セ
ル
ビ
ア
民
主

党
、
ボ
ス
ニ
ア
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
ク
ロ
ア
チ
ア
民
主
連
合
四
者
に
よ
る
声
明
）
違
反
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
国
あ
の一ｏ
●
Ｌ

”●
０

フト
，
ｐ
一帰
”∽
，
∽ミ
ヽ
ビｏ
（●
・μ
μ『
）・
り
ｏ
・卜
Φ
Φ‐
０
０
０
・

（‐２０
）
山
本

・
前
掲
注

（２
）
五
四
九
―
五
五
〇
頁
。

（‐２‐
）
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
か
ら
の
要
請
が
な
け
れ
ば
、
自
国
で
裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
は
自
国
の
軍
事
裁
判
所
で
裁
判
を

仁制
っ
て
い
る
。
Ｈ椰
澤
∪
〇
‘
〓
諄
ご
『く
↓
『夢
●
●
』
・
∪
オ
一∽ざ
い
ｒ

ｒ
”ヽ
∽”
●
●
●
ｐ

∽
ョ
一鮮
ｑ
ご
口
，

＞
ｕ
『出
ドＰ

Ｈ
⑮
ｏ
が
、
・ヽ
い
い
。
く
２
６
Ｎ
貧
ｏ
ｏ
ｅ
）

Ｕ
Ｕ
Ｎ
∞
∞
ド

ド
イ
ツ
も
、
被
疑
者

↓
”
針
ド

に
つ
い
て
、
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
か
ら
の
要
請
が
あ

っ
て
、
引
渡
を
行

っ
た
が
、
要
請
の
な
い

コ
と
お

に
つ
い
て
は
、
自
国
で
裁
判
に
掛
け
て
い
る
。
「
ヽ
ぴ
汗

”
８
絡
８
［Ｒ
メ
コ
■
ｉ

∽
Ｌ
「
①日
の
Ｏ
ｏ日
一
Ｒ
”
ミ
”『Ｆ

〓
”く
田
Ｌ
８
ヽ
こ
卜
・ヽ
「
い
く
β
８

（μ
Φ
Φ
∞
）
）
り
ｏ
・い
Ｎ
∞―
い
ωＮ
・

（ゆ】）
∽ヽ
ＮいωＯヾ
（」ＯＯω・Ｎ・日∞）・

（‐２３
）
種
田
玲
子

「
旧
ユ
ー
ゴ
に
関
す
る
国
際
裁
判
所
の
設
立
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
二
七
号

（
一
九
九
三

・
七

・
一
五
）

一
〇
六
―

一
一
一

頁
。

（蘭］）
∽ヽ
いいいヽ
い
（μΦΦω・卜・日Ｎ）・



（ｎ］）
∽ヽ
Ｎい∞ｏＯ
（い００∞。い・いヽ
）・

（取］）
∽ヽ
Ｎいいｏい
（【ＯＯ∞・Ｎ・ド〇）・

（‐９７一
）
∽
Ｎヽ
い
∞
〇
〇
・
Ｕ
・Φ
・

（一拗
）
∽ヽ
ＮいＮＯＯヽ
ｏ●・∞〇―∞卜・

（‐２９
）
山
本

・
前
掲
注

（２
）
五
五
〇
頁
。

（‐３０
）
〓

ヽ
い
」ヽ

（３
ｏ
ト
ン
甲
望
”

裁
判
所
の
審
理
に
お
い
て
は
被
告
人
の
出
廷
が
原
則
で
あ
る

（規
程
二
一
条
四
項
ｄ
／
規
則
八
八
条

（Ａ
）
／

一

〇

一
条

（Ｄ
と
。
た
だ
し
裁
判
所
規
則
六

一
条
は
、
身
柄
を
確
保
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
一
定
の
措
置

（関
係
国
に
対
す
る
通
知
な
い
し
は

新
聞
等
を
通
じ
た
本
人
に
対
す
る
起
訴
の
通
知

（
（Ａ
）
項
）
、
検
察
官
に
よ
る
公
開
の
事
実
審
に
対
す
る
起
訴
状
の
提
出

（
（Ｂ
）
項
）
、
事
実
審

に
よ
る
嫌
疑
を
証
明
す
る
に
足
り
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
と
の
認
定

（
（Ｃ
）
項
）
、
事
実
審
に
よ
る
国
際
逮
捕
令
状
の
発
行

（
（Ｄ
）
項
）
、
逮

捕
令
状
の
執
行
が
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る
国
家
の
非
協
力
に
基
づ
く
場
合
、
事
実
審
の
認
定
の
後
、
裁
判
長
に
よ
る
安
保
理
へ
の
報
告

（（Ｅ
）
項
こ

を
と
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

（‐３‐
）
小
和
田
恒

「
国
際
機
構
の
規
律
定
立
行
為
と
国
内
法
制
―
統
治
権
能
の
国
際
的
配
分
に
関
す
る

一
試
論
」

村^
瀬
信
也

・
奥
脇
直
也
編
集
代
表
山

本
草
二
先
生
古
稀
記
念

『
国
家
管
轄
権
―
国
際
法
と
国
内
法
』
２

九
九
八

・
勁
草
董
房
）
六
八
五
―
六
九
七
頁
。

（‐３２
）
古
田

・
前
掲
注

（８６
）

一
八
頁
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
国
際
刑
事
警
察
機
構

（Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
の
い
わ
ゆ
る

「赤
手
配
書
」
に
よ
る
身
柄
の
拘

束
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
国
際
捜
査
共
助
法
の
作
成
の
際
に
問
題
と
な
っ
た
が
、
令
状
主
義
を
満
た
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

松
田
昇

・
馬
場
俊
行

・
古
田
佑
紀

「
国
際
捜
査
共
助
法
の
解
説

（
一
ご

法
曹
時
報
三
十
三
巻

（
一
九
八

一
）
二
号
六
七
頁
。

（‐３３
）
鶴
岡

・
前
掲
注

（５
）
八
四
頁
。

（‐３４
）
わ
が
国
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
は
批
准
、
但
し
国
内
立
法
は
な
い
。
追
加
第

一
。
第
二
議
定
書
な
ら
び
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
は
未
加
入
。

（‐３５
）
ボ
ス
ニ
ア
　
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
が
最
も
協
力
的
で
あ
り
、
協
力
の
た
め
の
国
内
立
法
も
制
定
し
、
さ
ら
に
逮
捕
状
の
執
行
も
行

っ
た
。

新
ユ
ー
ゴ
は
最
も
非
協
力
的
で
あ
り
、
国
内
立
法
も
逮
捕
状
の
執
行
も
行

っ
て
い
な
い
。
ク
ロ
ア
チ
ア
は
最
近
立
法
を
行

っ
た
が
か
な
り
の
裁
量

を
政
府
に
残
し
た
と
い
わ
れ
る
。
＞
ヨ
●
ユ
卿
Ｃ
ｏ
〓
ｏ出
諄
①
Ｆ
一①ヨ
”一一ｏ
●
』
ｏ
Ｌ
ヨ
一い
Ｌ
↓
『一げ
」
●
Ｌ
お
『
『
Ｒ
Ｂ
Ｒ

く
●
”
８
一鶏
〓

８
８
・
ボ
ス
ニ
ア

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）

一一〓
ハ
一一一



三
六
四

・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
立
法
に
つ
い
て
は
、
く
８
３
ｏ
ｏ
Ｆ
Ｒ

Ｆ
一Ｒ
３
け一ｏ
日
】
弓
『一げ
饉
ｂ
Ｌ

お
ヽ
多
①
「
８
８
８
一』８

ｏ
」
「
９
８
鵬

”
８
も
ｏ
３
一σ
げ

ど
【

∽
①
『】〇
」
の
メＪ
〇
一”
Ｌ
Ｏ
●
∽
Ｏ
』
Ｈい
一①
『●
”
Ｌ
Ｏ
い
”
一
甲
【‘
ヨ
”
●
〓
”
『一”
５
ｒ
”
く́
の
一〇
晏
目
Ｓ
〓
一①
Ｑ
】●
一冒
の
ハ『
の
■ヽ【一〇
くヽ
〇
』
一ｒ
ｏ
「
〇
ヽ
「
】の
ヽ
ノ『Ｌ
的
Ｏ
∽一”
く
一”
∽
一●
Ｏ
①
μ
Ｏ
Ｏ
い
。
い
Ｏ
③
い

（以
下
、
年
鑑
と
略
）
ｕ
ｏ
・８
ヤ
ロ
９

（‐３６
）
”
ｏ
∽ユ
”
”
い
Ｑ
国
ｏ
Ｓ
ｏ
”
ｏ
ニ
ロ
”
１
０
【ｏ
鮮
一Ｔ
く
ｃ
“
ｏ
∽】”
二
賀

Ｏ
ｏ
い
ｏ
『Ｌ
「
『”
ヨ
①
■
ｏ
【Ｆ
＞
”
【①
①
ヨ
①
“
一
♂
『
”
め
”
ｏ
ｏ
Ｆ

“
Ｏ
のユ
”
”
●
Ｑ
目
①
『Ｎ①
”
〇
二
●
”
く
い一ゴ

＞
ｂ
●
ｏ
図
ｏ
Ｐ

ａ
ｏ
●
①

”
一
”
”
ユ
Ｐ

Ｈ
Ｏ
Ｏ
ｕ

・
い
Ｎ

・
ド
ト

・
い
０

い
い

・い
ヽ

（
い
①
Φ
い
）
Ｕ
Ｕ
・ヽ

い
ｌ
Φ
い
〕
『
”
」
〕
の

。
∽
Ｎ
”
∽
い
ゝ
『
Ｆ
の

「
【
〇
一
①
ｏ
Ｌ
Ｏ
●

〇
〔
〓
一ｒ
『
“

●

”

一”
，
一
∽
哺

Ｆ́
ヽ
ｏ
Ｃ
”
ｒ

［
ｒ
①

∪

”
く
一
ｏ
い
ヽ
「
”
〓
∽

『
①
”
の
①

＞

”
ヽ
ｏ
Ｏ
Ｂ

①
●
け
ｏ
●

ω
ｏ
∽
口
一”

‐
卜

・ヽ

い
い

・
く
ｏ
一
も

ｏ

（
い
Φ
ｏ
ｏ
ン

ｏ
ｏ
お

日
ω
ｌ
∞
ロ
ト

，

（‐３７
）
他
方
、
こ
の
地
域
に
は
国
連
の
派
遣
に
よ
る
Ｃ
Ｚ
↓
＞
∽
（Ｃ
Ｄ
一一ａ

Ｚ
”∽一ｏ
３
＞
Ｑ
ヨ
一●
∽̈一嘱”一一〇
●
いＲ
口
”∽け①ヨ
望
営
ｏ
●
Ｆ

］
”『”ユ
”
”５
Ｑ
ョ
①∽一の日

曽

日ヽ
一Ｌ
ヨ
）
も
同
時
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、　
一
名
の
容
疑
者
の
逮
捕
が
報
告
さ
れ
て
い
る

（
一
九
九
七
年
六
月
二
七
日
）
。
た
だ
し
こ
の
機
関
は
あ

く
ま
で
も
国
連
の
機
関
で
あ
る
た
め
、
和
平
合
意
の
履
行
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
∽
ヽ
８
ミ
記
Ｐ

（
一
九
九
七
年
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
年
報
ン

∽ミ
ミ

↑
・０
・
●
・ω
や

な
お

一
九
九
二
年
決
議
七
四
三
号
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
国
連
保
護
部
隊

（Ｃ
Ｚ
「
”
〇
『
〇
”
）
は

一
九
九
五
年

一
二
月
二

一
日

Ｎ

Ａ

Ｔ

Ｏ

軍

主

導

に

よ

る

日
「
〇
河

（
Ｃ
Ｄ
一一
ａ

ｚ
”
一
一ｏ
鷹

Ｆ

け
①
彗

”
一
一ｏ
日

］
”
ｏ
汗

ｏ

↓
”
降

『
ｏ
『
８

）

に

そ

の

任

務

が

受

け

継

が

れ

、

こ

れ

は

さ

ら

に
翌
年

一
二
月

一
二
日
以
降

「平
和
安
定
化
部
隊
」
６
一讀
一ξ
”一いｏ
●
”
ｏ『Ｒ
Ｉ
∽
『
ｏ
脚
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

（決
議

一
〇
八
八
号
）。
な
お
、
安

保
理
は
デ
イ
ト
ン
和
平
合
意
の
履
行
を
進
め
る
た
め
に
、
文
民
的
任
務
を
統
合
し
て

Ｃ
Ｚ
〓
Ｈ“
国

（Ｃ
●
一一＆

Ｚ
”一̈
ｏ
房

〓
一∽∽一ｏ
●
〓

ω
３
●
ご
営
Ｑ

目
①『い£
Ｑ
ぃ口
じ

を
設
け
て
い
る
。

（‐３８
）
導
ミ
・

（‐３９
）
わ
が
国
に
関
し
て
は
、
立
法
上
の
対
応
と
し
て
、
学
説
上
す
で
に
幾
つ
か
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
具
体
的
な
立
法
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。
諸
提
案
を
大
別
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
①
新
規
立
法
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
、
②
新
規
立
法
は
必
要
で
な
い
と
い
う
見
解
に
分
か
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
新
規
立
法
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
に
も
、
次
の
よ
う
に
法
的
根
拠
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
第

一
は
、
身
柄
の
引
渡
義

務
を
負
わ
せ
て
い
る
の
が
、
国
連
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
安
保
理
決
議
で
あ
る
こ
と
に
着
眼
し
て
、
拘
束
力
の
あ
る
安
保
理
決
議
の
国
内
的
履
行

に
つ
い
て
の
包
括
的
な
法
令
を
整
備
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
で
あ
り

（中
谷
和
弘

「最
近
の
国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の

若
干
の
論
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
五
八
号

（
一
九
九
四

・
一
二
・
一
五
）
三
八
―
三
九
頁
）
、
第
二
は
、
当
該
国
連
決
議
に
限
っ
て
、
そ
の
義
務
を



達
成
す
る
た
め
に
既
存
の
法
令
の
修
正
を
含
め
て
対
応
を
は
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

（伊
藤
哲
雄

「
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
法
的
な
枠
組

み
と
問
題
点
」
立
教
法
学
四
〇
号

（
一
九
九
四
）
二
七
七
―
二
八
〇
頁
）
。
次
に
新
規
立
法
は
必
要
で
な
い
と
言
う
見
解
に
つ
い
て
は
、
義
務
を
現

行
法
令
で
対
応
可
能
な
程
度
に
制
限
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
対
応

（田
中
利
幸

「
刑
事
管
轄
権
の
国
際
化
と
国
内
法
的
履
行

・
国
際
法
的
履
行
」

前
掲
注

（‐３‐
）
六

一
七
―
六
二
〇
頁
）
の
他
、
当
該
義
務
を
果
た
す
た
め
に
、
既
存
の
刑
事
管
轄
権
を
機
能
的
に
組
み
合
わ
せ
た
り
、
当
該
容
疑

者
の
身
柄
が
事
実
上
裁
判
所
に
移
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
か
ら
、
出
入
国
管
理
法
規
等
に
よ
る
工
夫
を
通
じ
た
対
応
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
が
提

示
さ
れ
て
い
る

（山
本
条
太

「
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
と
国
家
管
轄
権
」
前
掲
注

（‐３‐
）
六
七
二
―
六
七
五
頁
。

（
‐４０

）

オ

ラ

ン

ダ

の

立

法

に

つ

い

て

は

、

“

①
詳

∽
■

”
ユ

営

Ｑ

＞

Ｄ
や

ｏ、

パ

一〕一
ｐ

プ

日
男

ｚ
＞
↓
Ｈｏ
ｚ
＞
ｒ

Ｏ
”
冒

ＨＺ
＞
ｒ

ｒ
＞
■

２

↓
ロ
ロ

Ｚ

胃

目

召

＞
ｚ
〓

（
３

ｏ
ご

）

（‐４‐
）
ス
イ
ス
は
国
連
加
盟
国
で
は
な
い
が
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
な
ら
び
に
ル
ワ
ン
ダ
国
際
裁
判
所
、
さ
ら
に
同
種
の
国
連
安
保
理
決
議
で
設
立
さ

れ
る
国
際
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
に
ま
で
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
の
で
き
る
立
法
を
行
っ
た

（「
ａ
①『性
ｏ
ａ
Ｑ

ｏ
●
ｏ
８
り
０『”一一〇
●
■
，

■
ｏ

日●
一①『●
”
Ｌ
Ｏ
●
”申
［
ギ
一σ
●
●
”一∽
』○ヽ
一ｒ
①
『
『Ｏ∽ｏｏｏ
一一〇●
〇
』
∽
①【【Ｏ」
∽
メＪ
Ｏ
【”一̈
〇
い
∽
Ｏい
Ｈ５
一の『”
”一一〇
●
”【
国
［●
５］”“
一一”『一”
い
ｒ
”ダ
ｒ
ｏい
Ｎ
い
］〕
０００●
】げ
０『
日０
０
０
）。

（‐４２
）
弓
Ｆ
①
Ｃ
ュ
一ａ

Ｚ
”一一ｏ鵬

∩
Ｄ
一の日
”一一ｏ●
”
一
弓
『いぎ
●
”
【）
η
ｏ
『ヨ
Ｒ

く
」
”
８
一黙
一じ

ｏ
ａ
９

８
⑬
，

こ
の
立
法
の
紹
介
と
し
て
、
ｏ
ｏ
一〓
ョ
”３
『一ｏＦ

Ｏ
ｏｌ
ｏり
の『鮮
ざ
い
く
一［ｒ
一Ｆ
①
Ｈ●
お
『●
諄
δ
●
２
０
Ｌ
ヨ
ヨ
ユ
↓
『夢
ｃ
●
２
ざ
い
く
ｃ
¨
ｏ∽Ｆ
ユ
Ｐ
卜
Ｑ
・卜
・０
ヽ
く
２
卜
ｏ
β
Φ
ｏ
ｏ
ン
ｏ
つ
０
卜
『ｌ
ｏ
ｕ
ト

エ孤
判
所
冒
操
聯
と

し
て
ロ
ミ
色
『
ｏ
メ
↓
Ｆ
①
Ｏ
げ
」８
一いｏ
調
ざ
↓
８
調
』ｑ
Ｒ
ｏ
『一Ｂ
一●
Ｌ
」〓
一ａ
【ｏ一いｏ
い
ざ
，
①
Ｃ
Ｚ
↓
いヽげ
」
い
”一）「
６
・い
。６
・く
ｏ
一・卜
ｏ
貧
８
じ
・り
ｏ
・ド
∞
ヽ
ト
ト
単

（‐４３
）
∽
＞
８
『
ヽ
お
）
∽ミ
Ｓ

Ｆ
・〓
Ｊ

ｏ
・葛
し
」
れ
ら
の
国
内
立
法
に
つ
い
て
は
、　
一
九
九
四
年
年
鑑

一
五
五
―

一
八
九
頁
な
ら
び
に

一
九
九
五
年
年

鑑
三
二
三
―
三
五
〇
頁
に
非
公
式
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
立
法
す
る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ト
ル
コ
で
あ
る
。
他
方
、
協
力
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
立
法
は
必
要
な
し
と

判
断
し
た
の
が
、
韓
国
、
ロ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
で
あ
る
。
協
力
を
拒
否
し
て
い
る
の
が
、
新
ユ
ー
ゴ
と
キ
プ
ロ
ス
で
あ
る
。

（‐４４
）
＞
¨
『①の日
①口
［
ｏ
●
∽
」
『『①●
Ｏ
①『
Ｏ
』
り
のあ
０●
Ｐ
Ｏ
ｎ
・
Ｐ
〓Ｏ
ｏ
♪
ｃ
あ
「
円，
一）一
弓
『夢
・
『
ｏ
『ヨ
①『
く
饉
”
９
）
＞
”
『①①日
①“
一
ｏ
●
∽
●
ｌ
ｏ●
２
の『
ｏ
〔
り
のヽ
∽〇
●
Ｐ

〕”口
』
♪
Ｈｏ
ｏ
ヽ
こ
Ｃ
・∽
「
Ｈい
け．一
↓
『一げ
・
卿
く
”い
Ｏ
Ｐ

（‐４５
）
Ｚ
”・・ｏ
●
』
∪
①』の易
①
＞
Ｌ
ｒ
Ｒ
い圏
一一ｏ
●
＞
ｏＦ
”
ロ
ヴ
ｒ
Ｚ
ｏ
・８

占ヽ
ｏ
ρ

ゆ
〓
卜
か
〓
ｏ
ｒ
”一・卜
∞
０
（８
８
Ｙ
米
国
の
国
内
立
法
に
つ
い
て
は
”
ｏ
σ
ｑ
一

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「
引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二

・
完
）

一二
六

五



〓
一エハ
一ハ

パ
」
∽Ｆ
のい
”い
０
】ハ
①●
●
ｏ一Ｆ
〕
・
甲【”ヽ
『一∽・
∽
口
【『①●
鮎
①『
Ｏ
』
『
口
”
〓
一く
の∽
σ
て
一，
①
【」
“
〓
①
Ｑ
∽
一”一の
∽
一０
一Ｆ
①
コン「”
ヽ
０
『〓
づ
①∽
由
イ
】．げ
口
●
”〕∽
』〇
『
Ｊ『〓
崚
○
∽【”く
一”
”
い
Ｑ

”
■
”●
Ｑ
Ｐ
ヽ
・ヽ
い
い
。
く
２
も
ｏ
（日ｏ
ｏ
Ｏ
ン
０
「
』
Ｈｏｌ
Ｑ
］”

（‐４６
）
イ
タ
リ
ア

（
一
一
条
）

・
オ
ラ
ン
ダ

（四
条
）
。
こ
の
ほ
か
の
諸
国

（デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ

ツ
）
も
引
渡
拒
否
事
由
と
し
て
別
個
に
列
挙
は
し
な
い
ま
で
も
、
引
渡
に
か
か
る
犯
罪
が
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
に
該
当

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

（‐４７
）
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
争
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
請
求
事
件
で
も
問
題
と
な

っ
た
。
”
の
”
①″
黙
一口
”
（毬
卜
９
　
（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
か

ら
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
請
求
）
一Ｓ
ミ

曾
。お
γ

（‐４８
）
Ｏ
①Ｘ
・い
働
げ
ｑ

２
ｏ
い
」
８
ヨ
ヨ
ｏｂ
”諄
①津
日
津
鮎
の日
Ｆ
一①『●
”一【ｏ
ｐ
”
一８

∽
一『”耐
Ｒ
一の，
一のＦ
Ｒ
〓
『
２
あ

のＦ
ｏ
日
”一一”
①
〕暉
”
８
】”ヨ
一８

Ｇ
饉
”
８
】”く
一①
〒

∽
け
」
”
〔
∞
０
■
０
，
一
の
Ｆ
ｏ
〔―
Ｏ
①
∽
①
一
Ｎ
ン

ド
ｏ
・
卜
・
〇
い
・
”
●
●
Ｏ
①
∽
”
め
の
の
一
゛
σ
ぼ
Ｆ
一
（
Ｈ
Ｏ
Ｏ
ｍ
）
↓
の
声

Ｈ
・
∽
・卜
∞
い
・

（‐４９
）
例
え
ば
す
で
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
米
国
は
前
章
で
み
た
と
お
り
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
と
ル
ワ
ン
ダ
国
際
裁
判
所
と
合

意
を
結
び
、
被
告
人
の
身
柄
を
引
き
渡
す
た
め
の
国
内
法
を
整
備
し
た
。
と
こ
ろ
で
、　
一
昨
年

一
二
月
、
ル
ワ
ン
ダ
国
際
裁
判
所
か
ら
の
引
渡
要

請
を
受
け
た
テ
キ
サ
ス
南
部
地
方
裁
判
所
は
、
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
身
柄
の
引
渡
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
第

一
は
、
条
約
に
よ
ら
な
い

犯
罪
人
引
渡
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
第
二
に
は
、
十
分
な
嫌
疑
が
証
明
さ
れ
な
い

（「
ｏ
げ
”
げ
げ

８
湧
の
が
な
い
）
と
の
理
由
で
あ
る
。
ル
ワ
ン

ダ
裁
判
所
は
米
国
と
の
合
意
第
二
条
に
基
づ
い
て
、
当
該
犯
罪
に
か
か
る
事
実
的
状
況
や
当
該
犯
罪
人
が
犯
し
た
と
さ
れ
る
違
反
に
つ
い
て
証
明

す
る
書
類
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
内
容
が
不
正
確
で
信
頼
に
足
ら
ず

「
十
分
な
嫌
疑
を
証
明
す
る
に
は
い
た
ら
な
い
」
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
そ
の
書
類
は
ベ
ル
ギ
ー
人
の
警
察
官
の
宣
誓
供
述
書
で
あ

っ
た
が
、
事
件
の
目
撃
者
の
聴
取
に
関
連
し
て
、
日
撃
者
が
特
定
さ
れ

ず
、
ま
た
使
用
し
た
言
語
も
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
聴
取
が
行
わ
れ
た
状
況
も
不
明
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
Ｆ

夢
①
〓
”
一お
『
魚

∽
“
【【の
い
Ｏ
①【
０
出
∪
ｒＦ
”
り
り
，
”
い
Ｚ
一”
″
守
●
Ｌ
電
３
●
Ｐ
で
目
∽
０
・
Ｚ
Ｏ
・
ｒ
上
〕ｏ
ｌ
い
ヽ
Ｃ
・
∽
・
∪
″
一■
ｏ一
Ｏ
ｏ
●
諄
出ｏ
【
一Ｆ
の
∽
Ｏ
」
け，
①【椰
∪
お
一■
２
中
ｏ
出
↓
のＸ
”
″
ｒ
”
『ｏ
Ｏ
ｏ

ロ
ニ
く
い∽一〇
●
い
〓
⑬
⑬
ヾ
一Ｌ
・
∽
・
円）』∽，
い
ｏ
Ｘ
一∽
Ｎ
ｏ
ヽ
〓
卜
）
日）０
０
ｏ
口
】げ
①
『
Ｈ
ヽ
・
】
⑬
⑭
『
・
円）０
０
いＯ
①
Ｑ
・



第

五
章

　

お
わ
り

に

１
　
国
際
法
上
の
犯
罪
の
審
理

・
処
罰
の
た
め
に
、
適
切
な
裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
容
疑
者
の
身
柄
を
引
き
渡
す
こ
と
は
重

要
な
手
続
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
は
、
敗
戦
国
に
対
し
て
平
和
条
約
で
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
を
義
務
づ
け
る
と
か
、
占
領
管
理

を
行
う
軍
当
局
の
権
限
に
よ

っ
て
、
実
力
で
身
柄
が
確
保
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
既
存
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
も
と
で
問
題
が
処
理
さ

れ
て
き
た
の
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
際
法
上
の
犯
罪
の
容
疑
者
の
引
渡
の
法
的
性
質
を
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
、
被
請
求
国
の
裁
量
を
制
限
し
、
こ
れ
を
積
極
的
な

「
国
際
司
法
協
力
」
と
し
て
実
定
法
上
定
着
さ
せ
よ
う
と
い
う
傾
向
が
あ

る
。
戦
争
犯
罪
の
例
で
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
今
日
、
国
際
法
は
、
国
際
法
上
の
犯
罪
を
各
国
の
国
内
法
上
の
犯
罪
と
し
、
そ
の
裁
判
権

を
国
内
裁
判
所
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
第

一
の
問
題
は
、
主
権
国
家
が
行
う
司
法
共
助
に
も
、
引
渡
に

か
か
る
犯
罪
が
国
内
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
場
合
と
国
際
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
場
合
の
二
種
類
が
あ
り
、
後
者
が
果
た
し
て
積
極
的
な
司
法

協
力
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
戦
争
犯
罪
は
戦
時
国
際
法
規
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
は
確
か
に
国
際
法
上
の
犯
罪
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
す
べ
て
の
国
が
法
的
に
当
該
犯
罪
の
審
理

・
処
罰
の

「
義
務
」
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
伝
統
的
に
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
法
規
は
、
紛
争
に
関
与
し
な
か

っ
た
中
立
国
や
第
二
国
に
対
し
て
、
刑
事
管
轄
権
の
行
使
を
命

じ
る
よ
う
な
性
質
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
、
犯
罪
必
罰
の
立
場
か
ら
手
続
的
な
整
備
を
求
め
て
も
、
中
立
国
や

第
三
国
を
拘
束
す
る
法
的
根
拠
は
な
か

っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
は
交
戦
国
の
み
な
ら
ず
中
立
国
や
第
三
国
ま

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ
七



三
六
八

で
も
そ
の
処
罰
の
義
務
を
負
う
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
戦
時
に
行
わ
れ
よ
う
と
、
平
時
に
行
わ
れ
よ
う
と
、　
一
定
の
行
為
は
各
国
の

国
内
法
上
の
犯
罪
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
法
的
枠
組
み
の
整
備
に
向
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
前
提
が
あ

っ
て
初
め
て
、
中
立
国
や
第
三

国
に
対
し
て
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
に
関
し
て
も
、
協
力
を
要
請
す
る
法
的
根
拠
が
整
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

戦
争
犯
罪
の
身
柄
の
引
渡
の
問
題
も
そ
れ
が
主
権
国
家
間
で
問
題
と
な
る
限
り
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
適
用
が
前
提
と
な
る
。

戦
争
犯
罪
に
関
す
る
身
柄
の
引
渡
は
、
そ
れ
が
国
際
法
上
の
犯
罪
の
容
疑
者
の
引
渡
で
あ
る
と
い
う
性
質
か
ら
積
極
的
な
国
際
司
法
協
力

と
し
て
発
展
す
る
た
め
に
は
、
実
体
法
の
次
元
で
、
当
該
国
際
法
上
の
犯
罪
が
、
各
国
に
よ

っ
て
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
国
内
法
に
受

容
さ
れ
、
双
方
可
罰
性
等
の
拒
否
事
由
の
適
用
を
排
除
す
る
基
盤
が
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
国
際
法
が
拒
否
事

由
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
伝
統
的
犯
罪
人
引
渡
制
度

（①
ｘ
け『“
０
一け」Ｏ
じ

の
任
意
性
が
克
服
さ
れ
、
国
際
司
法
協
力
と
し
て

の
引
渡

（〓
『喘８
計
じ

に
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
引
渡

（８
【『ｏ
●
計
じ

は
、
単
に
手
続
上
の
問
題
で
あ
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
実
体
法
上
の
整
備
を
促
す
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
に
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
引
渡
に
関
し
て
は
、
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
先
例
的
価
値
を
有
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
前
章
で
検
討
し
た
と
お
り
、
こ
の
裁
判
所
は
本
来
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
が
有
し

て
い
る
刑
事
管
轄
権
を
代
替
し
て
行
使
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
代
替
的
管
轄
権
を
行
使
す
る
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
義
務
を
、

多
く
の
国
は
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
修
正
で
履
行
し
て
い
る
。
他
方
、
引
渡
命
令
に
従
う
こ
と
は
、
国
連
加
盟
国
の
国
際
法
上
の

「
義
務
」

で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
任
意
性
は
克
服
さ
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。
た
だ
し
、
確
か
に
ユ
ー

ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
は
、
国
家
実
行
上
、
初
め
て
紛
争
当
事
国
以
外
に
対
し
て
引
渡
を

「
義
務
」
づ
け
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
よ
う



な
義
務
づ
け
を
可
能
に
し
た
の
は
、
国
連
憲
章
に
基
づ
く
安
保
理
の
権
限
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
国

連
の
安
保
理
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
お
け
る
国
際
人
道
法
違
反
は

「
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
」
で
あ
る
と
認
定
し
、

憲
章
第
七
章
の
強
制
措
置
を
発
動
す
べ
き
事
態
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な

「
義
務
」
づ
け
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
的
前
提
を
欠
く
場
合
に
ま
で
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
引
渡
概
念
を
類
推
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
　
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
引
渡
の
問
題
は
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
の
帰
属
先
の
問
題
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
、
戦
後
の
国
際
刑
事
法
の
国
家
実
行
は
国
際
法
上
の
犯
罪
で
あ

っ
て
も
、
個
人
に
対
し
て
直
接

国
際
法
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
国
内
法
を
介
在
さ
せ
る
、
つ
ま
り
、
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
を
認
め
る
も
の
が
主
流
で
あ

っ
た
の
で

（‐５０
）

あ
り
、
九
〇
年
代
以
降
の
国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
の
進
展
に
も
、
こ
の
こ
と
は
影
響
を
与
え
ず
に
お
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
発
展

過
程
に
あ
る
国
際
刑
事
裁
判
所
自
体
を
評
価
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
を
超
え
る
の
で
、
引
渡
に
関
連
し
て
、
次
の
こ
と
を
述
べ
る
に
と

ど
め
た
い
。
つ
ま
り
、
補
完
性
の
原
則
を
基
盤
と
し
た
国
際
刑
事
裁
判
所
が
、
「
国
際
社
会
に
固
有
の
法
益
の
存
在
を
認
め
て
、
国
際
社

会
が
刑
罰
権
を
行
使
す
る
」
制
度
と
し
て
発
展
で
き
る
か
ど
う
か
と
は
別
に
、
現
在
の
枠
組
み
で
は
、
依
然
と
し
て
国
内
裁
判
所
の
裁
判

権
が
認
め
ら
れ
る
。
国
際
慣
習
法
上
或
い
は
条
約
に
よ

っ
て
、
国
際
法
上
の
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
が
、
積
極
的
に
、
ま
ず
国
内
法
で
犯
罪

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
の
登
場
に
よ

っ
て
、
相
対
的
に
低
下
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
よ
り

一

層
推
進
し
て
行
く
べ
き
こ
と
だ
と
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

国
際
法
上
の
犯
罪
の
容
疑
者
の
引
渡
が
、
積
極
的
な

「
国
際
司
法
協
力
」
と
し
て
の
引
渡

（〓
『Ｌｏ
己
Ｑ
）
と
し
て
実
定
法
上
定
着
す

る
た
め
に
は
、
国
家
が
領
域
主
権
に
基
づ
い
て
有
し
て
い
る
逃
亡
犯
罪
人
に
対
す
る
権
』
ぽ
対
し
て
、
国
際
法
が
制
限
を
加
え
、
引
渡
を

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
二
・
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ
九



義
務
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
時
と
し
て
裁
判
権
を
持
つ
国
家

（多
く
は
犯
行
地
で
あ
ろ
う
）
が
、
裁
判
権
を
放
棄

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
礼
卍

そ
の
よ
う
な
重
大
な
義
務
づ
け
を
行
い
、
そ
の
履
行
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
、
今
後
、
国
際

刑
事
裁
判
所
の
裁
判
権
の
根
拠
に
つ
い
て
、
よ
り

一
層
検
討
が
進
む
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

（‐５０
）
今
夏
採
択
さ
れ
た
ロ
ー
マ
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
国
際
法
上
の
犯
罪
は
、
学
説
上
、
こ
れ
ま
で
国
際

刑
事
裁
判
所
の
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
専
属
的
管
轄
権
を
予
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
締
約
国
の
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
を
前
提
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
国
際
刑
事
裁
判
所
は
、
国
内
裁
判
所
が
機
能
し
な
い
場
合
に
機
能
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る

（「
補
完
性
の
原
則
」
（国
際
刑
事

裁
判
所
規
程
前
文

・
第

一
七
条
）
。
さ
ら
に
引
渡
に
つ
い
て
も
、
補
完
性
の
原
則
に
関
す
る
テ
ス
ト
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
限
り
引
渡
の
義
務
が

生
じ
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